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 現在ウクライナ避難民は、どのような課題を抱えていますか 

 

ウクライナ避難⺠からの相談とその傾向、どのよ

うに相談に応えてきたかを、2023 年と 2024 年に開

催した 2回の⼤交流会・相談会のまとめより紹介し

ます。 

 

⽇時  2023 年 11 ⽉ 18 ⽇（⼟）〜19 ⽇（⽇） 参加54世帯 

2024 年 11 ⽉ 09 ⽇（⼟）〜10 ⽇（⽇） 参加55世帯  

会場 三河湾リゾートリンクス(愛知県⻄尾市吉良町宮崎中道下15） 

 

ウクライナ避難民支援「大交流会」実施要項

〇日時： 2023 年 11 月 18 日(土)～ 19 (日)

〇場所：三河湾リゾートリンクス（愛知県西尾市）

〇目的：侵攻開始より１年以上が経過し、日本での避難生活は長期化する中、避難された方１泊２日

で心と身体をゆっくり休めてもらう時間と空間を提供し、市町村や市町村ごとの各種支援

団体、士業や臨床心理士、医師などにも参加いただき、総合的な相談体制を整え、以降も

相談できる関係性を築く。

避難者
家族な
ど

専門家 自治体 通訳 ボランティア スタッフ ゲスト 合計

７４ ８ １８ ５ １３ ２７ １７ ３ １６５

◎大交流会タイムスケジュール◎

【１１月１８日】

13:30 RSY集合
13:45 貸し切りバスにて出発

バス車中にて説明

・夕食以降の過ごし方

・明日の集合時間

・チェックアウトと荷物

15:00 チェックイン開始
18:30 開会式典

1.開会挨拶
2.来賓挨拶

19:00 献杯
開宴

19:30 会食
避難者による合唱披露

ピアノミニコンサート

20:30 お開き
21:00 各自自由行動

【１１月１９日】

7:00～朝食
8:30 子どもの国参加者集合（対象：子ども）
9:00 2日目オリエンテーション
9:30 相談会・お楽しみコーナー

【相談会】

・テーブル①手続き／自治体：出入国管理庁、司法／行政書士、自治体職員
・テーブル②健康／医療：医師、臨床心理士
・テーブル③仕事／お金：就労支援アドバイザー、産業カウンセラー
・テーブル④子育て・教育：児童精神科医、教育相談員
・テーブル⑤日本語：日本語教師、日本語教育相談員
・交流テーブル：避難者同士での交流または支援者や各自治体との交流

11:30 記念撮影
12:30 バス乗車（自家用車組、電車組は、解散）
13:00 完全撤収
14:15 RSY前到着、解散

課題 
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2023年大交流会参加人数 

 

2024年交流会参加人数 

 

 

 

事前アンケートより「相談したいこと」（2023年と2024年） 

 

「⽇本語の勉強」が最も多く、20（37％）から 25（45％）に増えています。 

「⼿続きや法律」が２番⽬で、昨年とほぼ同数20（36％）です。 

「体や⼼の健康」は３番⽬ですが、昨年の 16（30％）から 19（35％）に増えています。 

「仕事や⽣活費」は４番⽬ですが、昨年とほぼ同数18（33％）です。 

「⼦育て・教育」は５番⽬で、昨年と同数6（11％）です。 

「相談はない」は、昨年と同数12（22％）です。 

 

 

 

   

  

ウクライナ避難民支援「大交流会」実施要項

〇日時： 2023 年 11 月 18 日(土)～ 19 (日)

〇場所：三河湾リゾートリンクス（愛知県西尾市）

〇目的：侵攻開始より１年以上が経過し、日本での避難生活は長期化する中、避難された方１泊２日

で心と身体をゆっくり休めてもらう時間と空間を提供し、市町村や市町村ごとの各種支援

団体、士業や臨床心理士、医師などにも参加いただき、総合的な相談体制を整え、以降も

相談できる関係性を築く。

避難者
家族な
ど

専門家 自治体 通訳 ボランティア スタッフ ゲスト 合計

７４ ８ １８ ５ １３ ２７ １７ ３ １６５

⼿続きや法律 健康・医療 仕事や⽣活費 ⼦育て ⽇本語 相談はない
2023 19 16 19 6 20 12
2024 20 19 18 6 25 12
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⼤交流会で相談したいこと（事前アンケートより）
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大交流会・相談会の内容 

 

準備段階：専⾨家や通訳の⽅々との事前オリエン

テーションをオンラインにて複数回⾏いました。事

前説明にとどまらず、相談会運営において留意すべ
き点や、避難者が現在おかれている状況、⽀援施策
などを専⾨家から共有していただきました。これに

より、当⽇、分野を越えて対応ができる体制、専⾨

家同⼠・専⾨家と弊会メンバーとの関係づくりにも
効果がありました。事前相談での質疑をもとに

「2024 年⼤交流会 オリエンテーションの質疑
（Q&A）」を作成しました（P59-62参照）。 

 

避難者への参加呼びかけは、公式ライン（P49参
照）を通じて⾏い、事前の持ち物や注意点の案内な

どもLINE で配信、LINEメッセージで参加者から

質問も受け付けました。 

全体プログラム 

2023 年度、2024 年度とも、1 ⽇⽬に⼣⾷交流会、

2 ⽇⽬に相談会と「お楽しみコーナー」、⼦ども向け

プログラムを実施しました。 

1 ⽇⽬の⼣⾷交流会では、来賓として名古屋市副
市⻑より挨拶、コープあいち理事⻑より「献杯」の

挨拶をしていただき、祖国に思いを馳せ平和を祈る

時間となりました。⼣⾷会場では、展⽰コーナーも
作り、避難者の⽅が製作した⼩物や絵を展⽰しまし

た。避難者のグループによる合唱、ピアニストのミ

ニコンサート（2023 年度）があり、⼤いに盛り上が

りました。 

 ２⽇⽬のプログラムは、⼤⼈が相談会に参加して

いる間、⼦どもは近隣のレジャー施設「こどもの国」

で学⽣ボランティアなどと⼀緒に広い場所で体を

動かして思いっきり遊ぶことができました。 

相談がない⽅は、⻄尾市名物の抹茶を楽しんでい

ただくコーナー、⽇頃の疲れを癒やしてもらうマッ

サージ 、鍼灸、整体コーナーを設置。⽀援登録をい

ただいている専⾨家の⽅、また⾄学館⼤学学⽣ボラ

ンティア（2023 年度）の協⼒を得ることができまし

た。2024 年度は、真宗⼤⾕派名古屋別院の協⼒によ

るお念珠作り、さらに、⽇本語を使ったビンゴゲー

ムを企画し、遊びの要素も取り⼊れた交流プログラ

ムが⼤変好評でした。 

 

 

相談会について（各相談分野の特徴や対応） 

 

 各年度とも、2 ⽇⽬に相談会を実施しました。参
加する避難者の⽅々には、申込み時に、登録フォー

ムの事前アンケートで、どのような相談があるか、

現在感じている課題などを⼊⼒していただき、それ

を元に専⾨家と準備を⾏いました。 

 当⽇は、相談内容を５つのテーマ（⼿続き、医療・

健康、仕事・⽣活、⼦育て・教育、⽇本語）に分け、

それぞれに丸テーブルを置き専⾨家、通訳、ファシ

リテーターが座り、参加者は⾃由にテーブルを周る

形式で進めました。 

 相談内容とその対応、相談会そのものの持ち⽅や

運営⽅法について、後⽇専⾨家や通訳者、ファシリ

テーターから寄せられた意⾒をテーマ別にまとめ
ました（P56-58）。 
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２０２３年度 

 

①手続き  専門家：司法書士、行政書士、名古屋出入国在留管理局、名古屋市  

・⾃転⾞を購⼊したらどうすればよいか、⾃分で起
業するにはどうしたらよいかという相談もあった

が、それ以外の相談は「補完的保護対象者制度」に

ついてであった。  

・すぐに申請したほうがいいのか、制度が始まった

らどうなるのかといった様々な内容があり、その様
⼦から、皆さんがいかに混乱されているかというこ

とがわかった。質問の多さから、急遽、休憩時間に

全体での説明・質疑応答の時間を設けることとなっ
た。  

・これまでに公表された情報や、避難者に送付され

ている⼿紙で情報を把握していたが、それ以外に公
表されていない情報で質疑応答により理解できた

こともある。それについては、⽀援ネットワークや

皆さんの協⼒があって信頼関係を築いてきたこと

の成果だと感じている。また、この相談会で全て解

決できるわけではないので、 専⾨家とつながり、以
後も相談できる関係を作ることができたのではな

いかと思う。実際に、補完的保護対象者と認定され

た後、定住者の在留資格を得た場合で も⾝元保証
⼈は必要なのかという質問に対して、その場で回答
を得ることはできなかったが、その後に電話にて、

⾝元保証⼈は必要ないと回答を頂くなどの事例も
あった。  

・他にも、定住者の在留資格が得られた場合の在留

期間は５年となること、申請から認定までは２ヶ⽉

程度で結果が出る可能性があること、避難⺠カード

があれば インタビューなしに審査が進められるこ

と等、新しい情報があった。普段、難⺠申請の⽀援

をしているので、補完的保護対象者の申請に関して、

様々な新しい措置がされることがわかった。  

 

 

②医療・健康  専門家：外科医、小児科医、臨床心理士 

 ・⼦どもの発熱期間が⻑いので⼼配しているとい

う親からの相談。医師より薬についてのアドバイス

をしていただいた。  

・夜勤の仕事をしている⽅について。ストレス、偏
った⾷事、太陽の光を浴びないことによる体の不調
があり、それにどのように対応したらよいか、医師
がアドバイスした。 

・ウクライナにいたときから持病を持っている⽅、

⽇常的な体の不調がある⽅（胃腸の調⼦が悪い、膝
が痛い、抜け⽑等）が、⽇本ではどの科にどのよう

に受診した らよいかわからない、保険診療で診て

もらえるのかという相談。特に⻭科の場合は、⾼額
な診療費になるのではないかと⼼配する⽅もいた。

医師が直接話を聞き、受診科のアドバイスを⾏った。

また、痛みなどの症状があれば保険診療となるので、

まずは受診してみてほしいという話もあった。  

・⼼理的なストレスがあり、病院を受診したいとい

う相談。⼤交流会だけでなく、RSYには同様の相談
が少しではあるが寄せられている。オンラインでウ

クライナ語 でカウンセリングを受けているので薬
のみでよいという希望の場合、本当に薬のみでよい

のかと思いつつも、迷いながら病院を探し、付き添
いなどの対応をして いる。相談会では、医師が病院
名を照会してくれたケースもあり、⾃分で病院に⾏

くのが難しいという⽅の場合には、病院の予約を取

るところからサポートなどをしていく予定。  

 

③仕事・生活 専門家：企業の就労支援アドバイザー、名古屋国際センター（NIC）、産業カウンセラー 

  

 ・留学の在住資格の⽅、⼦育て中の⽅、来⽇したば

かりで⽇本語を習得するところからという⽅、と状
況が様々であった。今まで愛知エリアの定住外国⼈

の⽅がど のように⽇本語を学びながら仕事を探し

ているかといった事例を NIC 職員からアドバイス

いただくことができた。  

・避難者の⽅が直接専⾨家と繋がり、その後実際に

連絡を取るなど、短い時間で信頼関係を作ることが

できた機会となり、⼤変良かったと思う。  

・⽀援する側が「あなたはどうしたいですか」と聞
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くことがある。就労以外の場⾯でもそうだが、みな

さんどうしたらいいのかわからないから困ってい

るというケースも多いと思う。その場合にいくつか

パターンの提⽰をして、その中から⾃分に合ってい

ることを選択してもらうという⽅が⽀援側のスタ

ンスとして良いと今回感じた。「仕事したいです

か？」と聞かれれば「仕事したいがどうやっていい

かわからない」という回答になる。⽀援者側は、な

るべく相談者の情報を仕⼊れて、最善と思ういくつ

かのパターンを提⽰する。ただ、時間が経つと状況
も変わるので、今ある最善を提⽰して選んでもらっ
た⽅が、次のステップに⾏きやすい。 今回は、⽀援

側も学びになるよい機会であった。  

 

④子ども・教育  

専門家：児童精神科医、多文化教育支援NPO、名古屋国際センター（NIC）

 

・１歳の⼦どものママから、⼤学⽣本⼈までいろん
な年齢の⽅から相談があった。例えば、保育園に⼊

るにはどうしたらよいか（就労していないので、保

育園には⼊るのは難しい）また、⺟⼦⼿帳を知らな

いという⼈もいたので、同⾏⽀援などをしてサポー

トしていきたい。 

 ・⼩学１年⽣に上がる⼦どもを持つ⽅から「何を聞
いたらいいかわからない」という相談があり、⽇本

の教育制度や習慣を伝えるサポートが必要と感じ
た。 

 ・中学⽣の⼦どもの⺟親、ウクライナでは数学で満
点を取れるのに⽇本では⾔葉のせいで低い点数に

なり⾃⼰肯定感も下がってしまうという相談。回答

としては「仕⽅ない」となるが、背景や思いを聞き、

寄り添う⽀援の必要性を感じた。また、近くに同年

代の⼦どもを持つ親がおらず悩みを共有できない、

ということも話しておられ、カウンセリング的要素
でのサポートが必要と感じた。  

・⼤学⽣本⼈の相談。ウクライナで１１年間の教育
を受けてきたが、⽇本や国際基準では１２年の教育
を受けないと⼤学に⼊れない。専⾨家からは、通信
で⾼校教育を１年受けてはどうかというアドバイ

スとなったが、後に詳しく調べた後、⽇本の⼤学で

も１１年で⼊学できるところがあるとわかった。⼤
学ごとに調べる必要がある。避難者への⽀援をして

いる⼤学、助成制度がある⼤学などの紹介も⾏った。  

 

 ⑤日本語教育 専門家：日本語教師、名古屋国際センター（NIC）  

・⾝元保証⼈がおらず名古屋に来たばかりで今後の

⽣活に向けて⽇本語を学びたいという⽅、次回の⽇

本語能⼒検定で N２レベルを受けたいという⽅ま

で、様々なレベルや背景を持った⽅がいたが、⽇本

語学習意欲の⾼い⽅が多かった。学習状況やその⽅

の背景に応じて、個別にアドバイスをする形でのテ
ーブル進⾏となった。  

・専⾨家の⽅からは、オンライン上で学べる教材は

増えてきているが、名古屋市内の⽅やオンラインへ

のアクセスが容易な⽅と、そうではない条件の⽅の

場合では、教材の種類や学べる機会に⼤きな差が出
ること。また、アウトプットできる機会がないと学

習意欲の継続に繋がらない、対話の機会が重要であ

る。 

・サポート頂いた通訳者は⽇本語を習得した先輩で

あるので、通訳も⼀緒に、より親⾝になって相談に

応じることができた。  

・NICが作成した⽇本語教育検索WEBサイト「な

ごにほ」を⾒ながら、相談に応じた。「こういうふう

に学びたい」というニーズをはっきりと持っている

⽅が多かった。そのため、単に教室の紹介に留まら

ず、担当者に電話をしてお互いに話してもらうなど、

実際に結びつくことを⼼がけて対応した。 

 ・NIC では当初「つどいの場」を名古屋市と⼀緒
に開催していた。その際にも、⽇本語学習のサポー

トをしていたが、その時は避難後まもない頃で、⽇

本語学習へ関⼼を寄せられていなかったイメージ
がある。避難が⻑期化すると思っていらっしゃらな

かったのではと思う。⼀⽅、⼤交流会の際には、こ

ういうふうに学びたいというはっきりしたニーズ
があり、⽬的意識を持っている⽅が多かったという

ことが⾮常に印象的だった。 
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２０２４年度 

①手続き 

 昨年と⽐較し、定住を考えている⽅からの相談が

多い印象があった。（例：キッチンカーを出したい、

年⾦についてなど）去年は在留⼿続きに関するもの

が多かったが、今年は⼊管が専⾨的に対応するよう

な質問は少ない印象であった。 

 

 

②医療・健康 

 どこの医者にどうかかったらいいかという相談
が多く、専⾨家から具体的な病院の紹介をしてくだ
さった。半分くらいが⼼の⾟さを吐露している。緊
張感や不安感などを漠然と話す⽅が多かった。根底
にはストレスからくるものがあるようだ。また、ス

トレスを⾃覚的に話している⼈も多く、去年は「ど

この医療機関に⾏けば良いか」だったが、今年は「⼀
度は医療機関にかかったが、うまくいかなかったの

でどうすればよいか」という質問があった。 

 

 

③仕事・生活 

 昨年に⽐べて相談内容が多様化し、仕事をしたい、

転職したい、⽣活保護、職場トラブルの労基署案件
もあった。パートの仕事をしているが、満⾜してい

るわけではないので、次のステップにどう進んだら

いいか。ステップに進む際にも体⼒・気⼒の問題が

ある。愛知県には、外国⼈雇⽤サービスセンターが

あるので、⽇頃も相談できる場所を紹介することは

⼤事であり、どこにいけばどんな相談が受けられる

か、どう解決できるのかということを紹介した。 

 

 

④子育て、教育  

 2 歳半のお⼦さんがいる⽅から「⾃分が就労のた

めに勉強したいが、⼦どもを預けられるところはな

いか」という相談があったので、⽇本語テーブルへ

案内して対応して頂いた。「ウクライナで11年⽣（18

歳）までおえて、⽇本で学びたい」という相談の⽅

へは、通訳者にご⾃⾝の体験を交えながら⺟国語で

対応してもらった。⽇本の⼤学に⼊るのは⼤変なの

で、東京の NPO が⾏っている進学⽀援のプログラ

ムを紹介した。 

 

 

⑤日本語 

 昨年と⽐較し、⽇本語を学びたい意欲をひしひし

と感じた。関係機関との連携により適切なアドバイ

スが求められる。定住⽀援プログラムの受講後もひ
らがなの読み書き程度しか習得できていない⽅も
いるので、居住地に近い教室を紹介するなど、連携

の重要性を感じた。昨年より絞り込んだ相談が多く、

既に⽇本語を学んでいる⼈が多く「会話だけだった

ので、もう少し学びたい」「⼀般財団法⼈⽇本国際協

⼒センター（JICE）」で学んだが、ほかにオンライン

でできるところを探している」など、⾮常に具体的

な相談内容だった。同テーブルの専⾨家同⼠で、事

前に確認をとり、相談内容に応じた対応の順番を⼯

夫した。⽇本語教室は、申込時に⽇本語で問い合わ

せをするハードルがあるので、申込のフォローをす

ると踏み出そうということになるのではないか。 
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資料「2024大交流会 オリエンテーションの質疑（Q＆A）」より 

 
Q：ウクライナと日本の制度や文化の違いとしてどのような留意が必要ですか。 

 

A：「何故⽇本ではこうするの？」という質問があり

ます。チェルノブイリ救援中部による医療⽀援を⾏

なった当時、（ウクライナの）医療費は無料でした。

⽇本で医療制度や全額払わなくてよい健康保険制
度のことがわからない背景として、ウクライナに国

⺠皆保険はないので「保険」の概念がわからない⼈

が多くいます。（お⾦持ちはプライベートな保険に⼊

る。保険制度ができていても、加⼊しているのは⼊

っておく⽅が有利という知識がある⼈。⼀般の⼈は

加⼊する余分のお⾦はない。）・学校も無料でした

（よい教育のためには有料のコースがある。成績を

上げないと無料にいけない）。 

・「何故保険が必要なのか」「なぜ確定申告するのか」

などの質問は、国や体制のちがいを理解したうえで

の説明が必要です。 

 

 

Q：現在避難している人の生活状態は？ 

 

A：国や⺠間の⽀援⾦が終了する⽅には経済的不安
があります。「経済的に余裕はあるか、困窮している

か」について、個々の⽅の経済状況までは把握して

いません。困ってない⼈もいますが、単⾝かどうか、

⾝元保証⼈の⽣活によっても違います。 

 

 

Q：避難民の在留資格は？ 

	
A： 在留資格は、就労可能な「特定活動（1 年）」ま

たは「定住者」が多いです。 

 

 

Q：避難民が受けられる公的サービスは？ 

	
A：法務⼤⾂から難⺠または「補完的保護対象者」と

して認定された⽅やその家族は、⽇本政府が⾏う⽇

本語教育や⽣活ガイダンスなどの定住⽀援プログ
ラムを受けることができます。 

 

Q：現在の支援制度は？ 

 

A:次のようなものがあります。 

◎⽇本財団⽀援⾦ 

・⽣活費：100万円/年×2,000 ⼈×3 年（最⻑）※上限300万円/1世帯 

・⽇本への渡航費：渡航費の実費（上限30万円／1 ⼈） 

・住環境整備費：1⼾につき 50万円（⼀律） 

※上記3 つは 2024 年 3 ⽉に達した為、新規受付は終了しています。 

・帰国⽀援：渡航費 

 

◎似⿃国際奨学財団 

・⽣活費：1 名につき 8万円／⽉（20歳未満 4万円／⽉） 

・就労機会の提供 

※2 年⽬の⽀援（⽀援⾦は半額）も避難者等には案内があったようですが未発表です。 
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◎⾝元引受先のないウクライナ避難⺠への⽣活費⽀援（※） 

・⽣活費：⽇額 2,400円（⽀援開始から最⻑2 年間）を⽀給 

※補完的保護対象者認定制度の施⾏⽇（令和5 年 12 ⽉ 1 ⽇）前に⼊国した避難⺠が対象 

・帰国⽀援：個別の事情に応じ、ウクライナ本国や第三国への帰国（出国）費⽤を⽀援 

 

Q：こうした支援について、どのような相談がありますか。 

 

A：国や⺠間から「⽀援⾦」を受けていますが、⽀援

期間が終了する⽅は増えていきます。2024 年で終了
となる⼈もいます。⽀援がなくなるタイミングでど

うするか（仕事や、帰国も含めて）悩んでいます。

2025 年度以降、市営住宅が有償になるのではないか、

という⼼配をしている⼈もいます。「政府受け⼊れ」

や、当初の⾝元保証⼈がいなくなったために、申請
に⾝元保証⼈が必要である、似⿃国際奨学財団の

「ウクライナ避難⺠⽣活費⽀援」（申請受付期間

2025年2⽉28⽇まで）に申請できない⼈もいます。 

 

Q：住宅支援はどのような見通しですか。 

 

A：市営住宅への⼊居者は、来年（2025 年）4 ⽉か

ら有償にはなるのではないかと、今後を⼼配してい

ます。避難⺠から「市営住宅は 4 ⽉からお⾦かかる？」

と質問がありますが、「（４⽉からすぐ有料になるこ

とはないが）2 ⽉以降にならないと明⾔できない」

と答えています。（名古屋市の場合） 

 

Q：「定住支援プログラム（日本語教育）」はどの程度受けていますか。 

同プログラムは、受講するのに年齢など制限はありますか？ 

 

A：交流会に参加する 54世帯中、「受講中・受講予
定」は 13 ⼈（24％）、「受講したいができない」7 ⼈

（13％）です。「定住⽀援プログラムを知らない」が

８⼈（14％）あります。 

・定住⽀援プログラムは、義務教育を超える年齢（16

歳以上）から受講できます。たとえ、ウクライナの

オンライン授業を受けていて、⽇本の義務教育を受

けていない場合でも、定住⽀援プログラムは、義務
教育を超える年齢からのみ、受講可能です。「プログ
ラムを受けたくても、働いているため受けられない」

「他にどんな場所があるか、勉強したい」という質
問は多いです。 

 

Q：「定住支援プログラム」を終了した後の仕事の見通しは？ 

 

A:「定住⽀援プログラム」を受けている⼈は、プロ

グラムをおえての仕事がどうかに関⼼を持っていま

す。プログラムによって⽇本語能⼒がどう⾝につく
か、終了した⽇本語⼒で仕事につけるのか、仕事を

⾒つけられるかに関⼼を持っています。 

・「定住⽀援プログラム」はアジア福祉教育財団難⺠

事業本部（ＲＨＱ）が紹介しています。具体的な内
容や実施しての評価は公表されていません。 

 

 

Q：仕事への要望はどのようですか？ 

 

A：交流会に参加する⽅は、アルバイト、パートタイ

ムでの仕事についている⼈が多いです。最近名古屋

市に引っ越して、仕事が決まっていなくて困ってい

る⼈もいます。⽀援⾦が終了するので、仕事を探し

ている⼈もいます。例えば、定住⽀援プログラムの

昼間コース（⽉〜⾦の毎⽇ 9:30〜15:50）を受講して

いる⽅の中には、プログラムがお休みの⼟⽇の仕事

（パートタイム）を希望している⽅がいます。 
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Q:求人と採用の傾向はどうですか？ 

 

A：2 年半たって、ウクライナ避難⺠への求⼈（仕事

⽀援）は少なくなっています。（外国⼈の求⼈で）⽇

本語を使わなくてもできる仕事はあります。⾯接に

同⾏していますが、「⽇本語ができないと採⽤され

ない（仕事に⽇本語が⽋かせないため、会話ができ

る程度でも採⽤されない）」場合があります。（ホテ
ル、寿司店など）外国⼈の求⼈票はありますが、ウ

クライナ⽀援としての求⼈はありません。 

 

Q：「日本語」への要望はどのような傾向がありますか。 

 

A：⽇本語を話せる⼈は多くなっています。 

・定住を考えている⼈は、⽇本語を学びたい意欲が

⾼いです。職場や居住地でのコミュニケーション（市

営住宅で近所の日本人とはなしたい）のために、⽇

本語をもっと学びたい希望があります。⽣活のため
仕事を優先しなければならないので、本来は⽇本語

を覚えたいが時間を取れない⼈もいます。 

 

 

Q：日本で子どもが言葉を習得する上で、どのような考えや、悩みがありますか。 

 

A：「⼦どもを最初から英語の幼稚園・学校に⼊れた

い」という希望が多いです。しかし、⽇本でインタ

ーナショナルスクールや幼稚園は費⽤が⾼いので、

⽀援がなくなるといつかは⾃分で授業料を⽀払わ

なければなりません。また、インターナショナルス

クールをやめて、もう⼀度⽇本語を覚えないといけ

なくなるというストレスに直⾯する可能性があり

ます。 

 

Q：子どもに関する相談の傾向を教えてください。 

 

A：⽇本のシステムに馴染まない⼦どもの相談など、

次のようなことがあります。 

（幼児） 

・⼩さいお⼦さんの家庭では「⼦育てしていて、⼀
緒に⾏ける場所、交流機会がない」こと。 

・小さい子どもは日本語を話せるようになっていま

すが、本国の言葉や文化をしらないまま育つ心配が

あります。 

（小学校） 

・⽇々の⽣活で、学校だけではない⽣活⾯での悩み

がある。 

・⽇本の⼩学校に通っているが、授業にでていて⽇

本⼈の友達もいるが「（学校が）楽しい」とは感じて

いない。⽇本独特の学校のシステムに馴染めない⼦
どもも家族も悩んでいる。 

（中学生） 

・中学⽣は義務教育として学校に⼊れるが、授業に

ついていけない、馴染めないため、「入らない」選択

をして、ウクライナのオンライン授業のみに参加す

る⽣徒もいます。今春まではオンライン授業があっ
たが、やめる学校も増えていて、授業を受けられな

くなっている場合もあります。 

・インターナショナルスクールに通って英語が得意。

他⽅で、⼩さいときから⽇本語を学んでもいいので

は、という考え⽅もあります。 

（高校生） 

・高校生では、入学は厳しい。 

・⾼校⽣は義務教育ではないので、学校に通いたく
ても通えない。 

・同じ年代との交流を望んでおり、無償の⽇本語学

校を紹介した（家族と一緒の避難であれは日本語学

校に通えたかもしれないが 17 歳単身避難のため、

生活費を稼ぐために学校を諦めている） 

・⽇本の学校に⼊らない選択をして、本国の学校に

オンラインで通う（時間帯に時差がある）が、避難

⽣活が⻑引き、ウクライナではオンライン授業がで

きなくなって、やめている。 
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Q：「身体や心の健康」では、どのような相談がありますか。 

 

A：当初から⼼⾝の負担・精神的問題を抱えていま

すが、⻑引く慣れない避難⽣活で、⼼⾝の負担がつ

づいています。 

・この問題はプライベートなことなので、相談した

い内容は深くはわかりません。各テーブルで話しを

するかどうかは本⼈次第です。 

・相談がない、としている人もなんらかの悩みがあ

ると考えられるので質問（相談）を促します。 

・「髪が抜ける」という悩みは今に始まったことでな

く最近もあります。こうした場合、どこに⾏ったら

いいのか（⽪膚科か、精神的な受診か）について、

どうアドバイスをするか迷います。 

・病院に同行していますが、納得するまで質問する

人がいます。 

 

Q：「制度や手続き」ではどのような相談がありますか。 

 

A：「難⺠認定者」や「補完的保護認定者」が受講可
能な「定住⽀援プログラム」の情報を知らない⼈が

多く、どう伝えるかが⼤切です。 

・「公的⽀援として何があるか」「⺠間の⽀援をどう

活⽤できるか」の紹介が必要です。 

 

 

Q：「制度や手続きを知りたい」理由はどのようなことですか。 

 

A：定住を考えている⽅では、区役所で同⾏⽀援を

していますが、何の⼿続きをしているのか、なぜ必
要なのか、その意味を知って⾃分で⼿続きをしたい

という意向が出されます。 

・「保険料が上がったのはなぜ？」「確定申告をしな

かったから」と説明した事例では、「確定申告をしな

かったら翌年の保険料が上がった」 

「前年の収⼊に合わせた保険料になる」 

「保険料の減免申請をなぜするのか」 

「確定申告はいつするのか？」 

・これらは、⼈によって状況がちがう。（保険料も収
⼊や⼦どもの有無による）。 

・「なぜ年⾦制度に加⼊するのか。加⼊するとどうい

う恩恵があるのか」。 

・マイナンバーカードを持たなければいけないの

か？保険証を使えなくなった後の質問。 

 

主な課題の変遷

◎市営住宅入居に伴い、必要家財の調達、また入居前後のフォロー       
◎相談内容は個別の為、細かな聞き取りが必要である⇒個別訪問や訪問者対応・個人LINEでのやりとり
◎世の中の関心の薄れ（新規支援者登録者や寄付金の大幅減少）
◎生きがい・能動的な活動の必要性

◎イベントや交流に参加できていな世代へのアプローチ

◎日本語の習得は、就学・就労に大きく関係→日本語を話せても読み書きができないと強みにならない
◎母国でのキャリアを活かした仕事に結びついていない

◎官民各種支援の縮小傾向により、定住を選ぶ・出国するなどの選択岐路に立っている

・家具家電をはじめ、

生活必要物資の調達

・各種必要手続き

・日本語の習得

・生活消耗品の調達

・就学、就労

・精神的ケア

・経済的不安

・各種必要手続き

・日本語学習

・体調不安、サポート

・身元保証人のケア

・生活消耗品の調達

・就学、就労

・精神的ケア

・経済的不安

・各種必要手続き

・日本語の学習

基本理念：孤独・孤立を防ぐ
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「住まい」では、どのような支援が行われていますか 
 

 

 
居住場所 課題 等 

家族・親族等 

との同居型 

各地の⽇本在住の⼦、兄弟姉
妹、友⼈、知⼈宅 

・短期間の滞在なら良いが、同居が⻑期化すると窮屈に感じ
ることも増えてくる 
・知⼈との関係性によっては、⼀時的な滞在しかできない 

公営住宅 

(県営・市営) 

名古屋市、⼤府市、⽝⼭市、 
安城市、⼩牧市、⾼浜市、 

岐⾩市、⼤垣市、各務原市 

・家財が何もない場合、⾃⾝で購⼊するか⽀援者の協⼒ 
 が必要（⼀部の⾃治体は、⾵呂釜、シーリングライトなど

設置） 
・契約、⼊居の準備(ライフライン等の申込、⾃治会への挨
拶やルールの把握等)の⽀援が必要 

会社・大学・ 

日本語学校の寮 

豊⽥市、⽇進市、瑞穂市、 
岡崎市 

・離職したり学業が修了したりすると、住居がなくなる 
・話せる⼈が少ない環境だと孤⽴しがちである 

市民提供型 市⺠所有の家屋 ・家賃負担あり 

民間住宅 名古屋市、東海市 ・無償期限がある（半年から1 年程） 
・経済的な負担 

 

住居の移動：名古屋市の例 

 

経緯 

名古屋市は 2022 年の受け⼊れ当初から市営住宅
を無償で提供しています。家族との同居宅・会社や

⼤学の寮・⼀時的滞在場所等から、様々な理由で公
営住宅への転居がありました。2022 年から 2023 年

夏までは、親族宅へ同居していた⽅による世帯分離、

また避難者家族間の世帯分離のみでした。戦況が悪

化し、政府が受け⼊れた「⾝元保証⼈がいない⽅」

が名古屋市への転⼊を希望し始め、2023 年夏より受

け⼊れを開始し単⾝者の転⼊も増えました。 

それ以降、ウクライナ⼈コミュニティーや⽀援団

体があること、愛知県内では⼤都市である為就労へ

の期待があること等により、他県他市から名古屋市

への転⼊は現在も続いています。 

 

市営住宅への入居 

 

⼀般的な引っ越しとは異なり家財をほとんど持
たずに転⼊する為、⼊居前後に⽤意する必要があり

ます。⾝元保証⼈が親族や友⼈である場合はある程
度の家財を揃えられますが、それでも住むための家

財を準備するには⾦銭的に⼤きな負担となります。

また、⾝元保証⼈がいない⽅に関しては経済的な不
安を持っている⽅がさらに多い為、必然的にコミュ

ニティーや⽀援者へ協⼒を求めます。 

⽀援ネットワークもこれまで繋がりのある団体

や個⼈、またや⽀援登録者へ協⼒を求め、冷蔵庫・

洗濯機等はなるべく⼊居前に収集し、運搬も請け負
います。テーブルや電⼦レンジ等も企業・団体・個

⼈と、多くの⽅より中古品を提供いただきました。     

⽇本の夏を過ごすためにエアコンは必需品とな

ります。特に湿気の少ないウクライナの⽅にとって、

名古屋の夏の湿度は耐え難いものだと思います。ま

たウクライナでは家中を温めるセントラルヒーテ
ィングが⼀般的であり、洗⾯所やトイレ等が寒いこ

とにとても⼾惑い、不便を感じているようでした。

2022 年の避難当初は⺠間企業の⼈数限定の⽀援に

課題 
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より、エアコンを受け取った世帯もありますが、⽀

援終了後に来⽇、⼜は転⼊された世帯は、⽀援ネッ

トワークに頂いた寄付よりエアコンを購⼊して避

難者に提供しています。また、帰国や他国へ出国さ

れ市営住宅を退去された世帯が残したエアコンを

譲渡することもあります。 

 

家財の運搬 

⽀援者から家財を受け取り、それを避難者宅まで

運搬することは簡単ではありません。名古屋市の事

業の⼀つである『ウクライナ避難⺠⽀援登録フォー

ム』で『運搬ボランティア』に登録された皆様に現

在も協⼒いただいておりますが、企業登録いただい

た⽣活協同組合コープあいち・(福)ライトハウス・

(株)アナザーウェイブは、⼈員だけでなく、トラッ

クの⼿配もしていただきました。 

ベッドや冷蔵庫、棚など⼤型家財の運搬は、トラ

ックでなければ運べません。コープあいちには、家

財の移動がある度に相談し、避難者の⼊居に⼤きく
貢献いただいております。 

個⼈運搬ボランティアの⽅々も、休⽇を利⽤する

だけでなく、有給休暇を取得したり仕事の合間を縫
って参加されたり、継続的に現在まで協⼒いただい

ている⽅もいらっしゃいます。避難者⾃⾝も参加し、

ボランティアと交流しながら運搬することもあり

ました。 

家財を提供してくれる⽅・運搬の協⼒をしてくれ

る⽅と、本当に多くの⽀援者の⼒をお借りし、避難

者の⽣活は始まるのだと実感しています。 

 

課題 

2023 年夏より市営住宅への⼊居世帯が増え、現在

も続いています。⼊居時に揃えておくべき家財は必
然的に増えますが、なかなか思う様に提供者は⾒つ

からず、必要最低限の家財が揃うまで⼊居を待って

もらう状況が続いています。また必要に迫られ家財

が揃わないまま⼊居を始める世帯もあります。現在

は市営住宅⼊居希望世帯の⽀援待ちリストができ、

対応に追われています。 

 

家財の募集・収集・運搬の流れも後を絶たない状
況ですが、転⼊希望世帯は増える⼀⽅、物資提供が

少なく家財が集まりにくい、運搬協⼒者も激減して

います。ボランティアの新規登録及び、提供品の申
し出もほとんどなくなりつつあります。 

 

そのため、個別対応で⽀援ネットワークへの寄付
を活⽤させていただいていますが、寄付にも限りが

ある為、次々と転⼊する世帯へのエアコンの提供が

難しくなりつつあり、⼤きな課題となっています。

（これまでウクライナ避難⺠⽀援への助成⾦が事

業として認められていましたが、戦争が⻑引くにつ

れ認定されにくくなっています）。

 

市営住宅の退去 

 

市営住宅の⼊居にあたり、基本ルールの⼀つに

「退去の際は⼊居時の状態に戻すこと」とあります。

家財だけでなく⽣活⽤品や雑貨等、退去時には⼀切
物を残してはなりません。ウクライナでは退去時に

家財を残しておけることが⼀般的であり、その⽂化
の違いにより⽇本独特のシステムに⼾惑う⽅も少
なくありません。退去時に次のような⽀援対応をし

ています（例）。 

 

家財の他者への譲渡 

転⼊希望世帯が後を絶たない為、必要家財につい

ては、譲渡先が⾒つかりやすいです。主に、冷蔵庫・

洗濯機・電⼦レンジ・電気ケトル・ベッド・ダイニ

ングテーブルセット・姿⾒・テーブル・椅⼦・カー

テン・⾐装ケース等。ただし、その他⼤きなタンス

や⾷器棚の他、布団や⾐類など、肌⾝が触れるもの

などは引取り⼿を探すことが困難です。 

   

リサイクルショップへの売却 

帰国⼜は他国への出国時に経済的に不安定な状
況である場合、少しでも収⼊になる様、家財を売却
しています。 

ただし、ウクライナと⽐べて⽇本ではほとんどの

ものが低額での引取りとなり、当てにする程になら
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ない場合が多く、逆に引き取ってもらう費⽤がかか

るものが多く、出費の⽅が多いケースもあります

（その場合は他者への譲渡にすることも）。 

 

課題 

・⼊居者が「退去時のルール」をほとんど覚えて

いない。 

・家財の売却・他者への譲渡・処分いずれについ

てもその⽅法が分からず、伴⾛⽀援が必要となる

為、退去報告から退去⽇までの⽇数が短いと、そ

れだけ⽀援が困難になります。 

・避難者より退去予定の報告を受けた後に、改め
て退去に必要な事柄を説明しますが、家財だけで

はなく⽣活⽤品やゴミなども放置したまま帰国・

出国をしてしまう例もあり、その対応に追われる

場合もあります。 

 

家族・親族や友人・知人との同居型 

 

家族・親族や友⼈・知⼈との同居では、避難直後

は家族等の⽀えが精神的に⼤きかったことは間違
いありません。 

避難⽣活が⻑引くにつれストレスを感じ、世帯分
離を希望する⽅が増えてきました。⽇本在住の息⼦
や娘は既にその家族との⽣活が出来上がっており、

そこへの居候となると親⼦関係であるとはいえ気
を遣います。また親⼦だからこそ遠慮なく話をする

が故にストレスがたまることもあります。特にウク

ライナでは早くから⼦供が独⽴し、それぞれが⼀⼈

暮らしをする親⼦が多く、同居は精神的に負担であ

ったことが、多くの⽅から聞かれました。 

 

会社・大学・日本語学校提供の住宅、または借家にて入居 

 

会社・⼤学・⽇本語学校提供の住宅は、ある程度
の家財が揃えられている為、⼊居後に不便なく⽣活

が始められることは⼤きなメリットです。ただし、

⾃⼰都合で退去する場合は次の⼊居先を予め⾒つ

けておくことが必要となります。 

退職して転居をする場合、次の住居を⾒つけて、

必要家財の⽬処がなくとも転⼊するケースが多く、

受け⼊れ側として苦労することが多くあります。 

転⼊前に⼗分な相談体制を取る必要を強く感じ
ました。 

 

民間住宅 

 

2022 年の避難当初は、⺠間住宅でも無償⽀援が

ありましたが、ほとんどが半年から 1 年ほどの期
間限定でした。当初、戦争はまもなく終わること

を想定した⼀時的な⽀援として無償提供を⾏って

いたケースもあり、継続的な提供ができないやむ
を得ない事情があります（その後、市営住宅に移
る世帯が増えました）。退去を機会に世帯分離する

親⼦もいました。 
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「生活圏のつながり」では、どのような経験と課題がありますか 
 
 

避難者を取り巻く環境は、避難⽣活が⻑く
なるにつれて増えていきます。そして、今後

⽇本での定住を考える場合、地域とのつなが

りを作ることがとても重要と考えます。 

避難者側だけでなく、そこに関わる⽅との

相互理解が⼤きなポイントとなります。⽇本

の制度・⽂化等の理解とそれをいかに説明す

るか。また⽇本語で会話ができるかどうか、

できない場合はどのようにコミュニケーシ

ョンをとるのかなど、暮らしの中での⼩さな

⼯夫は必須です。 

⽣活の中でどのようなつながりがあるの

か、またその課題についての⼀例をご紹介い

たします。 

 

 

 

身元保証人である、家族・友人・知人 

東海エリアへの避難は、家族や友⼈・知⼈を頼
って来⽇された⽅が多いです。当然のことながら、

⽇本での暮らしが営まれている家庭の中に同居
することになる為、何らかの制限を感じながらの

避難⽣活となります。避難当初はこの⽣活がこん
なにも⻑くなると思っていなかった⽅が多く、無
償で提供される公営住宅に移り、世帯分離をする

⽅が増えました。 

  それでも⾔葉の壁や⽇本の独特なシステムに

より、様々なことに対応してくれる家族・友⼈・

知⼈の存在はとても⼤きいです。しかし、前述の

通り家族等にもそれぞれの⽣活があり、その上で

避難者を受け⼊れ、対応を継続される上での精神
的・⾝体的な負担も⼤きいと想像できます。 

  ⾝元保証⼈の居住地が東海エリアにない場合
もあり、⽣活での困りごとに対応してもらえない

避難者もいます。その場合、避難者同⼠のネット

ワークや⽀援者とのつながりも⼤きな役割を果
たします。 

  

⽀援者
◎⽇本ウクライナ⽂化協会
◎市役所／区役所
◎国際交流協会
◎⽀援企業・団体・個⼈
◎あいち・なごやウクライ
ナ避難者⽀援ネットワーク

友⼈・
知⼈ 家族

職場

⽇本語
学校

病院

郵便局

趣味
学校

団地

⾃治会

隣⼈

居住環境

買い物圏

警察

・⽇本⼈の夫が居るが、仕事で忙しくしている。幼い娘の世話と⼩学⽣の娘は学校や習い事があり、と

にかく⾃分に時間がない。あまりに忙しくて、瘦せてしまった。 

・妹家族と友⼈家族２世帯の計3世帯を時間差で⽇本に呼び寄せ⾝元保証⼈を引き受けているが、⾃分
にも⼦どもがいて働かなければならないので、⼿続き等対応を⼿伝ってほしい。ウクライナ東部に残
っている⺟親のことも⾮常に⼼配で、精神的にもかなり⾟い。 

《避難者家族の声》 

課題 
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隣人・自治会・団地 

 

市営住宅に⼊居する場合、⾃治会⻑や隣⼈等に⼊

居の挨拶が必須となります。各⾃治会には独⾃のル
ールが設けられており、挨拶の際にルールについて

説明を受けます。これもウクライナにはない⽂化で、

⼾惑う避難者が多いです。例えば、ほとんどの⾃治

会が⽉に⼀度草取りや住宅周りの掃除を⾏ってい

ますが、⽇本語が話せないことなどにより参加に消
極的な⽅も多いです。しかし、隣近所や住宅内の⽅

と顔を合わせ、⾃⾝の存在を知ってもらうことによ

り、⽇頃から挨拶がしやすくなり、災害時などでも
声を掛けやすくなるため、できるだけ参加すること

を促しています。本来、隣⼈や通りすがりの⽅と気
軽に挨拶をする⽂化であるウクライナの⽅々にと

って、はじめの⼀歩を踏み出すことができれば、地

域になじむのは容易のような気がしますが、それも
⽣活が安定していればこそなのかもしれません。 

ここでも⾔葉の壁は⼤きな課題となります。その

⽅の性格にもよりますが、コミュニケーションを取

りたくて積極的に⾃治会の⾏事に参加する⽅もい

ますが、戦争が始まってから精神的にも不安定で、

『できれば静かに暮らしたい』と内向的な⽅もいま

す。 

 

 

  

・隣⼈とは⼤変仲が良い。料理を作りすぎた時など、隣⼈に届け⼤変喜ばれている。⽉⼀回の掃除は朝
早くて⾟い時もあるが、、おばあちゃんが多く住んでいるこの住⼈とは気が合いとても楽しい。 

・⽉⼀回の掃除以外に、当番制の掃除もある。⾃分の当番がいつなのかわからず、何度も説明してくれ

るが、内容を理解することが難しい。前⽇の夜遅くまで仕事をしている為、休みの早朝に掃除に出る

ことは苦痛である。 

《避難者の声》 

・30代の息⼦と避難したが息⼦は早くから⾃⽴し、⾃分もずっと仕事をしていたのでそれぞれが独⽴し

た⽣活をしていた。当然住まいも別。⽇本での⽣活は住まいも仕事も同じ。私は⾃然が好きだが息⼦
は都会が好き。感じることが違うのは当然。 

《避難者の声》 

・県営保⾒団地は住⺠の 6割が外国籍(うち、8割がブラジル国籍の⽅) 
・外国にルーツを持つ⽅々に対して、⾔語を学ぶ場や⾔語を通して交流する場を提供し、住⺠の選択肢

を広げることを⽬的とし、そのために、⽇本語や社会⽣活を学習する場や地域住⺠同⼠が交流し、相

互理解を深める場を提供している。 

・⼩学⽣から⼤⼈まで誰でも参加できる⾃習室を提供。勉強したい⼈が誰でも参加できる地域みんなの

場所。また、⼤⼈のための初級・中級の⽇本語クラスも⾏っている。このクラスで 2023 年にウクライ

ナの⽅の歓迎パーティを企画。⼤⼈数での交流会となった。他に、不定期に「介護の⽇本語」という

クラスも実施している。 

・活動で⼤事にしていることは、「⼀緒に」。保⾒団地に住んでいる住⺠同⼠が⼀緒に課題を解決して、

楽しいことも⼀緒に楽しむということを⼤切にしている。 

※JUNTOS とはポルトガル語で「⼀緒に」の意味 

《支援団体： JUNTOS（豊田市保見団地）の活動》 
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学校・日本語学校・職場 

 

避難者にとって、学校や職場は⼀⽇の⼤半の時間

を過ごす場所です。⼦どもの⾏く場所がないとその

親は働く事もできません。 

多くの⽅が何らかの⽣活⽀援を受けていますが

それだけでは成り⽴たず、⽣計を⽴てる上でも就労

は⽋かせません。 

職場や学校はステータスとなり、⼈とのコミュニ

ケ―ションを取る重要な場所となります。 

多くの⼦ども・学⽣が本国の授業にオンラインで

参加していますが、対⾯でコミュニケーションが取

れないことで精神的に病んでしまうケースもあり

ます。対⾯でコミュニケーションがとれる場がいか

に必要であるかを、伺い知ることができます。 

 

⼊学や就労までの⼿続きで⽀援は⾏いますが、そ

の後職場や学校に⽀援者が介⼊することは少なく、

本⼈やその親が直接やり取りを⾏うため、必然的に

⽇本語や⽇本⽂化が⾝に付く場となります。制度を

知らない、説明が理解できないなどの問題はもちろ

ん⽣じますが、当事者同⼠で伝える⼿⽴てを考え、

解決に⾄っていると思います。完璧な意思疎通は無
理かもしれませんが、このコミュニケーションの過
程が重要で、当事者同⼠の絆や信頼に繋がると思い

ます。⽀援ネットワークで⾏っている避難者とのか

かわり⽅でも同じことが⾔えます。 

 

⼦どもの通う学校でいわゆる“ママ友”ができ、学

校からもらう⼿紙の内容がわからない時に相談し

たり、就労先を紹介してもらったりする友達がいる

ことを避難者から聞き、翻訳機でしか会話が成⽴し

なくても良いコミュニケーションが取れているこ

とに安⼼しました。 

⽇本で⺟国の様に過ごすことができないのは明

らかですが、それを⾃分なりにどのように解決して

くのか、モチベーションは⼈によって違いますが、

定住をめざすには⾃⾝で解決に結びつけることが

必須となります。 

 

 

  

避難当初中学１年⽣の学年で、本国とのオンライン授業を受けていた。⽇本との時差もあり平⽇の⽇

中に外出する時間がなかった為、本国の⻑期休暇期間を利⽤して体験⼜は編⼊学を希望し、学校⾒学

の調整まで⾏いましたが、⽇本語が話せないことを本⼈はとても恥ずかしく感じ、直前に取りやめた

ケースがありました。しかしその後本国とのオンライン授業が中⽌となり学び場を失った為、いよい

よ中学 2 年⽣の冬に⽇本の学校への⼊学を⾃⾝で決意しました。⾃分の意思で⼊学したことは⼤き

く、積極的に学校⽣活に馴染もうとし、友達もたくさんできています。特に思春期での編⼊は個⼈の

感情がとても⼤切だと感じる⼀件でした。 

《具体例》 
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役所・郵便局・病院・警察・リサイクル資源 

役所 

転⼊後、初めに訪れる場所が役所です。名古屋市

のように避難者数が多い市区ではなかなか個々へ

の対応は難しく事務的なものになるのが⼀般的で

すが、避難者数が少数である市町村に転⼊された場
合は、対応担当者が業務の枠を超えて対応されたケ

ースもお聞きしています（P29-35）。 

担当された⽅々の苦悩や葛藤もそれぞれあった

と想像できますが、事務⼿続きに終わらず『⼈と⼈

とのコミュニケーション』がなされ、避難者との関
わり⽅も密となり相談しやすい関係がつくられて

います。名古屋市各区の対応者も、事務⼿続きの中
でも、ウクライナ避難者と聞いて『個⼈的に本当に

応援しています』と声を掛けてくださる⽅もいます。 

 

郵便局 

郵便局に住所変更に伴う⼿続きを⾏った際も『わ

からない事や困ったことがあったら、気軽に声を掛
けてください』と、避難者を思いやる声掛けをいた

だいています。避難者だけでなく外国⼈にとっても、

地域でのこのようなつながりが⼤きな⽀えとなり

ます。 

 

病院・クリニック 

かかりつけ医がいることも避難者にとって⼼強
いものです。初診時の問診票記⼊はなるべく⽇本⼈

に同⾏してほしいと⾔われるクリニックが多いの

ですが、英語が話せる医師も⼀定数いる為、その後

は⾃⾝で通うことができる⽅も増えています。また、

医師や薬剤師の中には率先して翻訳アプリで対応

してくださる場合もあり、敢えて同⾏をしない⽅が

早く⾃⾝での対応に馴染める気もします。 

 

警察 

避難者の中には警察と聞いてだけで少し構えて

しまう⽅もいます。悪いことをしている訳ではもち

ろんありませんが、警察官を⾒かけるとあまり良い

気分にならないと⾔われた⽅もいました。ただ、転
居による免許証の書き換えで警察に⾏った際、警察
側から困りごとや避難の事情などを聞かれたこと

もあります。避難している⽅に、⼼無い⾔葉をかけ

る⼈はいないか、そう⾔うことがあればすぐに対応

できるように聞き取りをしているとのことで、地域

の問題や課題として取り組んでいる姿勢を感じま

した。 

 

リサイクル資源 

また、『リサイクルステーションに置かれている

ものは持ち帰って良いと思っていた』など、⽣活⽂
化の違いにより起こるトラブルもありました。⽇本

の⽂化は⽣活の中で学ぶことが多く、トラブルが起
きて初めて知るケースもあります。 

 

避難者同⼠や避難者を取り巻く地域住⺠で⽀え

合える様になることが理想で、そうなる様に促すこ

とも⼤きな課題と感じています。 
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「就労」は、どのように進みましたか、教訓や課題はどのようですか 

 

避難民の就労状況と就労支援（2022年〜現在） 

 
様々な企業（ニトリや PPIHをはじめとし、無
印良品、⻄濃運輸など）がウクライナ避難⺠⽀援

に名乗りを挙げ、多くのウクライナ避難⺠が採⽤

され、パートや正社員として雇⽤されました。そ

の他、名古屋市にある外国⼈ハローワークでも新
たにウクライナ語通訳者が週に 1回配置され、ハ
ローワーク経由で仕事につながる⽅や、⾝元保証

⼈の⽅など個⼈の紹介による雇⽤もありました。

また、愛知県内の会社が基となりつくられた NPO

が⾝元保証⼈となりウクライナ避難⺠を受⼊れ、

来⽇後、住居と就労先を提供する事例もありまし

た。さらに、2024 年 5 ⽉には、ウクライナ料理レ

ストラン「ジート」が名古屋市内にオープンし、

避難⺠の雇⽤促進に⼤きな貢献をしました。 

 

避難民への新たな就労支援（2024年〜） 

 

 2024 年度より、⽇本財団助成事業の⼀環として、

ウクライナ避難⺠等へのキャリア⽀援に取り組み

始めました。この事業では、主に①企業向けの雇⽤

促進セミナーの開催、②新たなキャリア⽀援プログ
ラムの企画・実施、③各種⽀援事業への繋ぎの３つ

を⾏いました。 

 

企業向け雇用促進セミナー 
 
「社会貢献×採用戦略  官民連携による避難民支援から学ぶ  採用戦略と企業の国際化セミナー」 

【⽬ 的】避難⺠雇⽤の実態と未来の組織づくりをテーマにした「Best Practices」セミナーでは、官⺠連

携の成功事例を通じて、避難⺠⽀援の可能性と採⽤戦略に焦点を当て、この地域の国際化を⽬指す。 

【⽇ 時】令和６（2024）年９⽉３⽇（⽕）１３：３０〜１６：３０ 

【場 所】名古屋国際センター 別棟ホール（名古屋市中村区那古野⼀丁⽬47-1） 

【対 象】避難⺠・外国⼈雇⽤に関⼼のある企業経営者・⼈事採⽤担当者 

【参加者】23社27 名（定員24 名） ＊登壇者・関係者含め 計58 名 

【内 容】・名古屋市における官⺠連携の避難⺠⽀援モデルについて 

       NPO 法⼈多⽂化共⽣リソースセンター東海 

     ・避難⺠の今と課題及び官⺠連携の⽀援活動について 

       NPO 法⼈レスキューストックヤード／NPO 法⼈⽇本ウクライナ⽂化協会  

     ・避難⺠へのキャリア伴⾛と企業との採⽤コーディネーションについて 

       NPO 法⼈ WELgee 
     ・企業の雇⽤事例・就労者からの発表 

       株式会社エムエス製作所／ブラザー⼯業株式会社 

     ・参加企業によるディスカッション 

 

【参加者の声】 

 ・今回のセミナーで難⺠採⽤への理解が深まっ
た。難⺠と⾔う単語にハードルを感じていたが、

体制を整えることが採⽤に繋がると実感した。 

・避難⺠や外国籍の⽅はこれから増えると思うの

で、どう受け⼊れていくかについて官⺠連携は⽋

かせないと思いました。 

・避難⺠について今まで無知でしたが、今回のセ

ミナーで実際に採⽤していらっしゃる企業様や⽇

本で働かれているウクライナの⽅の貴重なお話を

聞くことができ、⼤変有意義な時間でした。 

課題 
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＊詳細は、下記URL より実施報告書をご覧ください。 

 https://note.com/mrct/n/n40027b7e88ed 

 

キャリア支援プログラム 
 

A．就労に関する相談対応 

【⽬ 的】避難⺠が抱える就労やキャリアに関する悩みや相談を解決できる存在がいることを認識してもら

うこと。 

【⽅ 法】対⾯及びオンライン 

【対 象】就労に関⼼のある避難⺠等 

【⽇ 時】2024 年 11 ⽉ 20 ⽇『⼤交流会』／NPO 法⼈ WELgeeプログラム登録者向けの個別カウンセリ  

ング・セッション 

【参加者】10 名 

【内 容】・NPO 法⼈ WELgeeの活動説明後、個別相談を実施 

・各参加者の就職活動やキャリアに関する疑問に対し助⾔ 

・進路に悩む⼤学⽣には⾃⼰分析のサポートを提供 

・参加者のキャリアに関する悩みをヒアリングし、希望者には登録フォームを案内 

 

B．就労に関する意識啓発 

【⽬ 的】⽇本とウクライナの就職市場・就職活動の違いを学び、⽇本企業へ就職したウクライナ避難⺠の  

経験を聞くことで、⽇本でのキャリア構築の可能性を知ること。 

【⽅ 法】対⾯ 

【対 象】就労に関⼼のある避難⺠等 

【⽇ 時】2024 年 8 ⽉ 20 ⽇、2025 年 1 ⽉ 18 ⽇ 

【参加者】16 名 

【内 容】・NPO 法⼈ WELgeeの活動紹介 

・⽇本とウクライナの就職活動の違いについての説明 

・⽇本での就職活動に必要なプロセスの紹介 

・避難⺠が抱く⽇本の就職活動に関する疑問に対する質疑応答 

・NPO 法⼈ WELgeeを通じて就労したウクライナ避難⺠からのメッセージを共有 
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C．その他の取り組み 

 

・NPO法⼈WELgeeのプログラム参加促進のため、

LINE グループを通じた情報発信、ウクライナ料理
レストラン「ジート」での周知、2 ⽉末のデモでの

チラシ配布を実施 

・RSYが個別にヒアリングを⾏った避難⺠からの個

別相談を実施し、就労⽀援の機会を提供 

 

各種支援事業への繋ぎ 
 

 上記以外に、国や⾃治体、⺠間団体等が取り組ん
でいる既存の⽀援プログラムをご紹介したり、参加
申込時のサポートをしたりしました。 

これまでに約 40 名が以下のようなプログラムに参
加されたことを確認しています。 

 

 

 

 

 

＜主な⽀援プログラム＞ 

・(公財)アジア福祉教育財団難⺠事業本部「補完的

保護対象者とその家族のための定住⽀援プログラ

ム」 

・愛知県「ウクライナ避難⺠等に対するオンライン

⽇本語教室」 

・名古屋市「なごやハイブリッド型地域⽇本語教室
『まるはち』」 

・その他、各地の⽇本語学校や⽇本語ボランティア

教室等 

 

教訓や課題 

 

 就労⽀援は、⽇本⼈にとっても簡単なものではあ

りませんが、外国⼈の場合は⽇本語⼒といった「⾔

葉の壁」や、在留資格といった「制度の壁」、また時
には差別や偏⾒といった「⼼の壁」などが⼤きく⽴

ちはだかります。さらに、避難⺠といった特性上、

⺟国の情勢からいつ帰国するか・できるかがわから

ず、今後の⽣活の⾒通しが⽴たないことなどが課題

となり、他の⼈よりもずっと個々の状況に寄り添っ
た⽀援が必要になります。 

 そこで、本事業では、初めから「就職」すること

を⽬指すのではなく、⼀⼈ひとりが今後の⼈⽣に向

き合い、どのようなキャリアをイメージしていくの

かを⼿助けするところからサポートしました。その

中で、⽬標とするキャリアに必要な⽇本語⼒やスキ

ル等を確認し、それが⾝につけられる機会を紹介し

たり、すでに⽇本で就労している先輩外国⼈の事例

を紹介したりしました。 

 これらの取り組みを通じて、少しずつ⽇本での就

労イメージがわき、様々な⽀援プログラムにアクセ

スしようとする⼈が増えてきましたが、東海地域だ
けでなく⽇本国内全体にも、その機会が圧倒的に不
⾜していることを痛感しました。 

 今後は、⽇本で就労を希望する⽅々に、必要なレ

ベルに応じた⽇本語⼒や労働慣⾏等を学べる機会
の充実が不可⽋です。同時に、⽇本語⼒がそれほど

⾼くなくても、⺟国で⾝につけた就労経験やスキル
等を発揮できるような企業の受け⼊れ体制の構築
も期待されます。 
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「言語（母国語・日本語）」学習の方法や課題はどのようですか 

年代ごとの状況 

⽇本の学校と本国の園や学校のオンライン授業
を受けている児童・⽣徒もいるが、時差（⽇本時間：
午後〜夜）や宿題の多さが負担である。来⽇時に中

学⽣以上だった場合、本国のオンライン授業のみを

選択する場合もあれば、悩んだ末に⽇本の学校のみ

に絞る選択をする場合もある。 

幼稚園・保育園 

※インターナショナ

ルスクールを含む 

・⾔葉が通じなくても早い段階から馴染むことができ、園⽣活の中で早い段階で⽇本語の習
得ができている 

 

 

小学校 

 

・低学年は学校⽣活に馴染めるかどうかに分かれる。放課後に家を⾏き来するような友⼈
はできても、ついていけない科⽬も出てくる 
・⽇本の学校⽣活に馴染めず（特に⾼学年）、⽀援を⾏っているインターナショナルスクー
ルを選択する⼦もいる 
・⽇本語や宿題の内容が理解できないことから、学校の初期指導教室や補助授業以外に、
ボランティアによるオンラインや対⾯の補助レッスンを受けた⼦もいる 

 

 

 

 

中学校 

・⼩学校よりも授業内容がより⾼度になり、⼊学⾃体をあきらめる⼦もいれば、⼊学はし
てみたものの授業についていけなかったり学校⽣活に馴染めなかったりする⼦が多い。年
齢的に⽇本語が話せないことを恥ずかしく思う⼦も少なくない 
・授業内容の事も鑑み、⼀学年下げて⼊学する⼦もいる 
・⼀度は⽇本の学校をあきらめ、本国のオンライン授業のみを選択していたが、本国の戦
況によりそれも中⽌に。学習する場を失い、⾃らの意思で⽇本の学校への⼊学を決意した
⼦は、クラスメイトに馴染むのが早かった。ただ授業内容は難しく、特に名古屋市は各区
外国⼈居住者が多く、初期指導教室も満席の為学習⾯の不安は⼤きい。 
・⽀援を⾏っているインターナショナルスクールを選択する⼦もいる 

 

 

 

高校 

・編⼊学については義務教育よりハードルが⾼く、⼊学できていない 
・本来学びたかったことをあきらめられず、他国での⼤学進学を⽬指し、出国した 
・⽀援を⾏っている⽇本語学校に⼊学する。⽇本での⼤学進学を⽬指したり、何らかの学
習の継続を求めていたり、同年代との交流を求めている。 
・公⽴中学に通い、クラスメイトと同じように受験をし、進学を⽬指している 
（専⾨学校に⼊学予定） 
・⽀援を⾏っているインターナショナルスクールを選択する⼦もいる 

 

大学 

・⽇本語学校に2 年間通い、N3レベル程の⽇本語を習得して⼤学進学を⽬指している 
・難⺠⽀援枠がある⼤学に応募するが落選。別の⽀援⼤学に⼊学予定 
・ウクライナ避難⺠の受け⼊れをしている⼤学に⼊学し、⼀定期間⽇本語を集中的に学ぶ 

 

  

課題 
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避難者が参加経験のある学習方法一例 

 

 期 間 課 題 

地域の 

短期日本語講座 
3 か⽉ほど 

・短期コースを数回にわたって受講しても内容に⼀貫性がなく、あま
り上達しない 
・週⼀回のコースの受講のみでは、習得には繋がらない 

日本語学校 1〜2 年 
・就労時間が限られる為、就労を必要としている⽅にとっては難しい 
・⺟⼦避難の⽅は希望していても通学が不可能 

学校 

公立／インターナショ 

ナルスクール 

 ◎⼩・中学校：校⾵や外国⼈の受け⼊れ経験の有無等によって差があ
る（取り出し授業の⼿厚さ等）。また学校の体制や校則等、本国との違
いが⼤きく馴染みにくい（特に中学年以上） 
 
◎⾼校：義務教育とは違い編⼊学は簡単ではない為、通えていない(イ
ンターナショナルスクールを除く)。※定時制・通信制等への⼊学の可
能性もあるので、まずはNIC等で教育相談を受け、当⼈の⽇本語⼒等
などに合った選択ができるようにと考える 
 
◎インターナショナル：2022 年度は受け⼊れ⽀援により無償の所もあ
ったが、以降有償になった所もあり在籍の継続ができなくなる世帯も
ある。また、受け⼊れ期限が明確ではなく、場合によっては翌年や半
年後は有償になった所もあり、継続の先⾏きに不安が残る。 

補完的保護対象者向け 

定住支援プログラム 

昼間：半年 
夜間：１年 

・⽣活⽀援⾦は⽀給されるが⼗分ではなく、就労時間が制限される為受
講中は経済的に不安がある 
・授業内容のレベルが少し低めだと感じる⽅が多い 

各々で見つけた 

オンライン学習 

（日本／ウクライナ） 

 
・対話ができない（実践の場がない） 

アプリ  ・対話ができない（実践の場がない） 

ボランティアによる 

マンツーマンレッスン 

 
・対象者が限定される 
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具体事例 

 

日本語学校（Hインターナショナルスクール） 

 

無償の受け⼊れを継続中。⾼校⽣の学年で避難さ

れている⽅は⽇本で⾼校に⼊学できず、本国のオン

ライン授業のみが学習の場となっている⽅も少な

くない。時差の関係でオンライン授業は⽇本時間の

14時頃から 21時頃に⾏われ、平⽇の⽇中に外出す

る機会ほとんどない。本国と同様の学習を⽇本の学

校で⾏うことは困難であるが、できる限り同年代同

⼠の関りを求め、当スクールへの⼊学を希望する⽅

もいる。⼀定期間集中的に⽇本語を学び、⽇本での

⼤学進学や就労に活かすと事を⽬標とされている。 

 

日本語学校 (N日本語学校) 

 

2022〜2023 年にかけて無償の受け⼊れを実施。

現在は有償での⼊学のみ。⽉―⾦の午前中の授業で

2 年コース。定期的に⾏われる⼩テストや進級テス

トが励みになったと聞いている。午前中のみなので、

午後からアルバイトをすることも可能である。1 年

⽬は宿題が出たが、2 年⽬は勉強する意志のある⼈

が⾃主的に勉強する⽅針。この学校に通った⼀⼈は、

現在⽇本の会社に就職している。 

 

ボランティアによるマンツーマンレッスン 

 

アパートの隣⼈や近所で⽇本⼈の顔⾒知りに挨
拶以外の会話ができないとの声を聞き、⽀援ネット

ワークメンバーが実施。オンラインのグループレッ

スンにも参加しているが、なかなか⽇本語が⾝につ

かず、⾃⾝が個⼈的に知りたいことやレッスンで分
からなかったことの補習も⾏っている。“⽇本語のレ

ッスン”ではなく、”コミュニケーションをとる”とい

う感覚で、カジュアルに会話を楽しむことを⼤切に

している。 

………………………………………………………… 

避難⺠⽀援で無償での学習の機会が多くあった

⼀⽅で、学んだ⽇本語を使える機会がないことも⼤

きな課題となっている。⽀援ネットワークでも『⽇

本語カフェ』と称し、⽇本⼈との会話や交流を気軽
に楽しむ機会を数回提供したが、参加者は若⼲名に

留まった。避難者の居住エリアや就労状況が様々で

あること等、考慮すべき点は多く、現在も⼤きな課

題の⼀つと⾔える。 

………………………………………………………… 

母国語の保持『ベレヒーニャ』 

JUCAが開催する日曜学校 

 

【⽬的】 

特に⽇本で⽣まれ育った⼦どもたち、よりウクラ

イナの事を深く知ってもらう為、⺟国語はもちろん、

伝統や⽂化を知ることができる様に。またその親世
代も、⽇本での⽣活が⻑くなり⺟国の感覚などを忘
れてしまわない様にとの思いを⽬的に、侵攻前の

2018 年 4 ⽉にウクライナ外務省、在⽇ウクライナ

⼤使館の協⼒の下、開校。 

 

【内容】 

開催は⽉に⼀度。毎⽉テーマを決めている。 

午前午後の⼆部制に分かれ、⼀部では主に読み書き

等⾔語について学び、⼆部ではその⽉のテーマに沿
った内容で⾏われる。少ない⽉では 6 名ほどの参加
であるが、多い⽉では 20 名が参加している。 

 

【課題と取り組み】 

避難者の参加に伴い、ウクライナで⽣活していた⼦
どもと⽇本で⽣活していた⼦どもが同じクラスで

学ぶことは、環境の違いにより教え⽅がとても難し

いとのこと。この課題に直⾯し、 

１.同胞で集まること 

２.”勉強”ではなく、⺟国語でコミュニケーションを

とることを主に、2024 年からは⾝体を動かしながら

楽しく過ごすアクティビティを取り⼊れた 

これらを元に、⽇本で”ウクライナの環境を作る”こ
とを⼤切にし、⾏っている。 
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 「進路の選択やキャリア形成」では、どのような事例がありますか？ 

 

主な事例（一覧） 

 

教育機関、語学講

座に通う 

・未就学児   保育所、インターナショナルプリスクール 
・⼩学⽣    居住学区の⼩学校、ウクライナの学校(オンライン) 
・中学⽣    居住学区の中学校、ウクライナの学校(オンライン) 
・⾼校⽣    ⽇本語学校、専⾨学校、夜間中学校、定時制⾼校 
・その他    ⼤学(留学⽣枠)、⼤学(学部)、⽇本語学校、⽇本語短期講座 

働き、収入を得る

(パート，正社員) 

 

〈職場〉 
①避難⺠受け⼊れ企業 例）ニトリ、ドン・キホーテなど  
②ウクライナ料理レストラン「ジート」 
③ハローワーク斡旋によるもの 例）⼯場、宅配業会社、IT関連会社 
(ハローワークには週に⼀度ウクライナ語通訳者がいるがその他の曜⽇だと英語通訳者の
みなので思うように相談がスムーズにいかないケースもある。) 
④個⼈の紹介によるもの 例）介護施設、塗装業会社、デザイン会社 
⑤⽇本語学校における求⼈案内によるもの 例）パン屋 
⑥⾃営業  例）ネイルサロン 

その他 

・補完的保護対象者の定住⽀援プログラムによる⽇本語講習を受講する。 
・⾝元保証⼈である家族からの補助を受ける。 
・⽣活保護を受給 

 

課題（言語） 

＜現状（学校）＞ 

特に⽇本の学校に⼊学した⼦どもたちは、⼩学校
⾼学年や中学⽣において、内容が難しくなるにつれ、

⾔葉が理解できないため授業についていけなかっ
たり、他の⽣徒との意思疎通が難しいため、友達も
作りにくく孤⽴してしまいがちである。 

その問題を回避するため、インターナショナルス

クールへの転⼊を検討するも、⾼額の学費のため断
念する例が多くある。実際に⼦供を通わせている 30

代男性は、収⼊の多くがそれに費やされると話す。 

〈対策〉 

受け⼊れ先の学校によっては、以下のような対策
を取っている。 

・他の⽣徒が授業している時間にその科⽬の補習授
業をする。 

・放課後に⽇本語の補習教室を設ける。 

・早退や⽋席が多い⽣徒に対して、登校しやすいよ

うに別室を設け、そこで好きな教科を⾃由に学習さ

せる。 

・⽣徒と親(⽀援者)と教師の間での⾯談の機会を定

期的に設ける。 

・教師が⽇本⼈の⽣徒に対して、避難⺠⽣徒へ積極
的に声をかけたり、サポートしたりするよう働きか

ける。 

 

 

＜現状（職場）＞ 

職場では、たいてい翻訳機などを使い意思疎通を

図っているようだ。多くは、他の従業員が親切で協

⼒的なので、⼤きな問題なく仕事ができているよう

である。⼀⽅、実際に交わす⾔葉としてはあいさつ

程度なので、⽇本語の上達は望めない。また、各々

の専⾨を活かした勤務を希望しても、⾔語の問題で

雇⽤が難しい。⻑年携わってきた仕事とは全く異な

った専⾨外の仕事をするのは、精神的にも⾝体的に

課題 
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も⾟いという声が多くある。本国では⽣涯⾃営業だ
ったため、企業などで雇⽤されて働くのに抵抗や不
安があるという⼈もいる。 

 

例) ⼩学校教師→商品補充 

⾃動⾞修理業→商品陳列 

公務員→商品陳列 

  会計⼠→⾷品加⼯ 

  美容師→接客 

 

＜対策＞ 

⾔語能⼒の低い避難⺠(外国⼈)を積極的に受け⼊

れている企業がある。そういった職場では、挨拶や

簡単な⾔葉以外は基本的に翻訳機を介してコミュ

ニケーションを取っている。 

例)デイサービス施設: 来⽇後間もない避難者を雇

⽤する。彼⼥はその当時⽇本語が全く分からなかっ
たが、施設利⽤者の⾝の回りのケアなどを任せる。

利⽤者の洗濯物の仕分けの際に名前を読む必要が

あるが、その仕事は他の従業員が代わりに⾏うなど

⼯夫して業務を⾏っている。 

製鋼会社: ⽇本語はほぼ分からない避難⺠を数⼈

雇⽤しており、主に機械の部品を研磨する仕事を彼
らに任せている。⽇々の業務の際にはお互いに翻訳
機を使って意思疎通を図っており、今のところ特に

問題はないようだ。 

職種を選ばなくても、他の国と⽐較すると⽇本は

雇⽤条件が厳しいといった声も聞かれる。やはりこ

こでも⾔語が問題となる。⽇本語(漢字が出来ればな

およい)ができないとなかなか採⽤が難しい。 

そのため、⽇本での居住を断念し、他国へ居住地

を移す⼈も増えている。  

  

課題（将来の目標の欠如） 

 

＜現状＞ 

戦争によって、これまで築き上げてきたものを全
て失い、将来の⾒通しが⽴たない中で、⼈々の多く
が⼈⽣における⽬標や夢をも失いつつある。また、

学校にも属せず、家庭も持たない若い世代の孤⽴も
⼼配される。 

 

例)・10 代男性: ⼩さい頃から医師になる夢を持っ
ていた。が、⽇本でその夢を叶えることは⾔葉の壁
もあり難しい。またウクライナでの可能性を考えて

も、オンラインでは実習も受けられないので現実的

ではない。そのような理由から夢をあきらめた。 

・40代⼥性: 家をリフォームしたばかりで、これか

らそこで新しい⽣活を始めようとしていた⽮先に

突然戦争が始まり、⽇本に避難することになった。

この経験から、今では将来について考えたり、夢を

持ったりすることをやめたと話す。 

  

〈対策〉 

学校などで⾯談の時間を頻繁に設け、本⼈の将来
の⽬標や夢について話を聞き、相談にのる。その他、

国際センターでは、外国⼈児童⽣徒教育相談も⾏な

っている。 

例）10代⼥性: 中学⼊学時や 2 年⽬は特に将来の夢
や⽬標がなく、進路を決めるのも困難な状況だった

が，⾯談を重ねるうちに、⾃分の思い、得意なこと，
好きなことがフォーカスされ、最終的には専⾨学校
へ進むことになる。 

  

◯難⺠の就職に関して相談に乗り、彼らの持つスキ

ルや才能を引き出し、将来のキャリア形成において

サポートする。 

例)  WELgeeなど 

「⾔葉ができない」だけで、⾃分のもつ本来の能⼒
を発揮できなかったり、低く評価されたり、専⾨的

な仕事ができないので⾃分のアイデンティティを

失ったりする傾向がある。 

⼀⽅で、専⾨外の仕事でも収⼊を得ることで⾃信や

安⼼を得られ、仕事に従事することで戦争による不
安な気持ちを忘れることができるという声がよく
ある。 
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「健康・医療」では、どのような対応がされましたか 

 

医療機関での受診の流れ 

相談 

相談 

体の不調を訴えてきた際に詳しい症状の聞き取りをする。 
※「○○が痛い（気になる）から病院に⾏きたい」 

「⾔葉がわからないので検索できない。病院を探して欲しい」 
病院選び 

病院を検索 
依頼者の⾃宅からできるだけ近く、症状に適した病院を検索する。 
※評判や⼝コミなどから判断し選択する。 

病院を決める 
いくつかの選択肢から選んでもらう。 
※⾃分で翻訳アプリを使い、検索して病院を指定する⽅もいる。 

病院を予約 
依頼者と⽀援者の予定を調整し、予約する。 
※Web予約の場合、⾃分で予約する⽅もいる。 

問診 

（避難民と支援者） 
① 問診票を翻訳アプリで⼀通り⽬を通してもらう。 
② ⽇本語で記⼊する欄のサポートをする 

通訳可能な場合 

（避難民と支援者） 

 問診の内容を通訳し、代わりに記⼊する。 
※web問診の場合は、事前に電話などで質問事項を通訳し、記⼊し、送信する。 

（避難民のみ） 
・病院側のスタッフが翻訳アプリで対応 
・⽀援者（通訳可能）が電話で病院スタッフとやりとりしてサポートする。 

受診 

（避難民と支援者） 

・翻訳アプリを使いながら医師とのやりとりを進める。 
・アプリは常にオンにして置いておき 
依頼者に医師の発⾔の流れが分かるようにする。 

受診通訳可能な場合 

（避難民と支援者） 
依頼者と医師とのやりとりを逐次通訳する 

受診（避難民のみ） 

・診察時に電話通訳 
・診察時に医師からの説明を依頼者に伝える（電話） 
 また、依頼者からの質問を医師に伝える 

薬局 

薬の受け取り 
初めての薬局の場合、問診票の記⼊がある。 
その後、薬の受け取りの際に、服⽤・使⽤の説明をそれぞれの⽅法でサポートする。 

 

医療機関を受診する際の特徴 

 

多くは経済的に余裕がないので、医療費もできる

だけ節約しようとする傾向があります。多少の痛み

なら受診しない、発熱しても感染症の検査はしない、

などの話をよく聞きます。⼀⽅で、⾝元引受⼈がな

く国(⽇本)の⽀援で来⽇した場合は、医療費が全額

最⻑2 年間⽀給されるため、経済的な⼼配なく受診
及び治療に専念することができました。 

受診の際に気づいた特徴は、⾃分の症状に関して

本⼈なりの⾒解があるため、医師の診断を鵜呑みに

しない⽅が多いということです。⽇本では医師の判

課題 
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断で検査に⾄ることが多い中で、「〜の検査をして

欲しい」、「〜という薬が欲しい」と要望したりする

他、処⽅された薬を⾃⼰判断で服⽤しない例もあり

ました。その背景には、⺟国では処⽅箋なしでも薬
局で多くの薬が買えるという事実があるようです。 

さらに、多くの⽅が診断結果や今後の治療⽅針に

ついて、完全に理解できるまで質問をします。その

ため診察時間が延びてしまい、病院側が⼾惑うこと

もありました。特に⻭科は⼀⼈ひとりの治療時間が

細かく定められているので、医師が時間を気にされ

る場⾯が多くありました。そのため、治療時間の⼀

枠分を質問にあてた例や診療時間の最後に予約を

取るよう依頼されたこともあります。それでも、彼
らがウクライナからの避難⺠と知り、励ましの⾔葉
をかけ、時間をかけて話を聞き、細かい質問に答え

て下さる医師もおられます。 

また、⼼療内科に通う⽅も増えてきました。戦争
の影響で精神的に不安定で夜眠れない、といった症
状をよく聞きます。その多くは、カウンセリングは

希望せずに精神安定剤など薬を処⽅してもらうた

めに病院に⾏きます。本⼈が⾃分の症状を把握して

いるので、適時薬を飲んで対処しているようです。 

 

支援の実態と課題 

 

現状としては、相談があると、事務局スタッフが

左の表に記されているような形でサポートをします。

英語の堪能な避難者は、場合によってはほとんど⽀

援者のサポートなしで対応することができます。 

支援者側の課題 

まず、病院検索に多⼤な時間を要することが挙げ
られます。初診料を考慮して、可能な限り⼀度で依
頼者に適した病院を探し当てる努⼒をしています。

また、転院するのは紹介状や検査データの問題でそ

れほど容易でないことも、検索に時間をかける理由
の⼀つです。さらに、⼿術を受ける際の病院の選択

にも時間を要します。 

⼆つ⽬は、通訳や翻訳の責任の重⼤さです。診察
時ももちろんですが、特に⼿術前における同意書の

翻訳などには細⼼の注意が必要です。同意書には、

⼿術中・⼿術後の様々なリスクが記載してあり、誤
訳による問題が発⽣する可能性もあるからです。 

病院側の課題 

診察時に必ず通訳の同⾏が条件の病院もあれば、

翻訳機で対応可能な病院もあります。病院によって

は、予めウクライナ語に訳した診断結果や説明を渡
してくれる所もあります。多くの病院同⾏をする中
で、問診を書く際だけでも病院側のサポートがある

と助かると感じました。 

⼊院中は通訳の⽴ち⼊りが許可されない場合も
あります。その中で、翻訳機を使い、できるだけ頻
繁にコミュニケーションを取る病院もあれば、必要
最⼩限のやり取りのみで、患者が常に不安を感じ、

術後の処置の仕⽅などを理解できず困った、という

例もありました。⾔葉が通じないからこそ、笑顔で、

やさしい⽇本語を⽤いて頻繁に話しかけるなど、寄
り添った対応が期待されます。⼊院時の費⽤につい

ては、⽇本語が堪能なご家族が同席していても完全
に理解することは難しいようです。個室が別料⾦だ
と知らずに⾼額な⼊院費を払うことになってしま

った例もあります。⾼額療養費制度については⼊院
する⽇程によって⽀払いの額が変わります。費⽤は

避難⺠にとって切実な問題なので、丁寧な説明が必
要だと感じました。 

 

まとめ 

 

病院での対応の違いは、避難者の精神的な⾯にも
現れ、ただでさえ体調不良で不安な中、外国で受診
したり、⼿術を受けたりする際に、病院と本⼈の間

の密なコミュニケーションはとても重要だという

ことを改めて痛感しました。⽇頃から信頼できる医

師、病院を⾒つけるサポートをすることが、避難者

の健康における安⼼につながるのではないでしょ

うか。また、前回と同じ薬の処⽅を受けるだけの場
合などは避難者⼀⼈で病院に⾏くよう促すことも
あります。⼀⽅で、⽇本語がある程度話せる⽅から

も「同⾏してくれるとやはり安⼼する」という声を

聞きます。その⾔葉から同⾏⽀援には通訳のみなら

ない効果があると実感します。
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  「補完的保護対象者認定」制度、定住支援プログラムはどのように評価できますか 

 

2023 年12 ⽉1 ⽇より補完的保護対象者認定制度
の申請が始まり、多くの避難者が内容を理解できず

⼾惑いました。 

制度開始前に⽀援ネットワークメンバーである

DAN も避難⺠向けに説明会を⾏いました。制度開

始後もRHQによる説明会はじめ⽀援ネットワーク

も多くの質問を受けましたが、現在でも⼗分な理解
はされていないように感じます。 

実際に受講された⽅や受講を希望されている避

難者にこのプログラムについてお聞きしました。 

 

【受講者の声の一例】 

受講方法 

受講期間 

年代 

なぜ対面又はオン

ライン授業を選択

しましたか 

プログラムについての評価や改善点等又はプロ

グラムへの期待 
修了後の進路について 

東京対面 

 

2024.4～9 

 

20代 

⽇本語を上達させ
て、東京での⽣活を
体験したかったの
で 

受講当初、私は既に N３に近いレベルであっ
たので、ここで新しく得ることはほとんどありま
せんでした。しかし、先⽣⽅は本当に素晴らしい
仕事をしてくれましたし、全てを復習した後、も
っと⽇本語に⾃信を持てるようになったと思い
ます。全体的には良い経験でしたが、改善の余地
は確かにあります。 

例えば、会話の練習をもっと増やすこと。これ
が最も重要なスキルだと私は思います。逆に、ラ
イティング（特に漢字）の練習はもう少し減らし
ても良いと思いました（私の意⾒は参考にならな
いかもしれませんが…）。 

現在も東京に住んでいます
が、⾃⾝でウクライナ⼈向け
にオンラインで⽇本語の家
庭教師をしてみました。しか
し、この⽅法で教えたり学ん
だりするのはかなり難しい
と気づきました。東京にはた
くさんのチャンスがありま
すが、⽣活はとても忙しいの
で、名古屋の⽅が良いかもし
れません。 
私は東京で勉強を続け、ア

ルバイトをしながら⼤学か
何かに⾏くと思います。 

東京対面 

 

2024.4～9 

 

30代 

受講当時、対⾯受講
エリアに滞在して
いたため 

⽇本語を全く知らなかったので、⽇本で暮らす
為に学ぶ必要があった。さらに、コース修了後に
は住宅の提供を受けることができたので、家賃を
⽀払うほどの経済的余裕がなかった⾃分にとっ
てこのことは⾮常にありがたかった。 

もっと内容が濃ければより良かった（これにつ
いては⼤幅に改善されていると思うが）。⾃分に
とってのデメリットは、コース修了後に定住⼀時
⽀援⾦がいただけるが、その後の経済的⽀援と就
職機会がなかったこと。私は⻑い間お⾦がなく、
仕事が⾒つけられなかった為借⾦をしなければ
ならなかった。経済状況がそれぞれ違うのは理解
しているが、将来の居住地で仕事⾒つける機会が
あれば、すぐに仕事を始められる可能性に結びつ
くだろう。※ 

将来の計画としては、仕事を
して社会に溶け込み、もっと
⾔語を学ぶことです。 

評価 
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東京対面 

 

2024.10～3  

 

10代 

あまり深く考えて
いなかった 

⾃分にはもっと⽇本語を学ぶ必要があっ
て、このプログラムは無料で受けられるので
受けることにした。 

⽇本語をゼロから学ぶのにとても良いプロ
グラムだと思います。先⽣は皆さん素晴らし
いですが、RHQのスタッフに関してはそうと
も⾔えない。 

また⽋点としては、仕事の時間が限られて
いることと、⽣活費の⽀給があるが、⽣活する
ためには⼗分な⾦額ではないと思う。 

まず、都会の中⼼部で暮ら
すことに疲れたので名古屋
に帰りたい。 

 

大阪対面 

 

2024.10～3  

 

40代 

オフライン学習で
は、授業中だけでな
く、授業外でも先⽣
だけでなくクラス
メイトとも⽇本語
でコミュニケーシ
ョンを取る機会が
あります 

このコースの先⽣が好きです。先⽣は、⾔語
を学ぶだけでなく、⽇本の⽂化を少し理解す
るのを⼿伝ってくれます。これは私にとって
重要です。このコースでの勉強にはもっと期
待していましたが、⽇本語の学習が進んでい
るのがわかります。近い将来、これらの質問に
⽇本語で正しく答えられるようになることを
願っています。 

私の夢は、⼩さなフードコ
ートを開いて、おいしいウ
クライナ料理で⽇本⼈をも
てなしながら、⽇本語と⽇
本⽂化を教え続けることで
す。そして、ウクライナの戦
争が終わり、安全になった
ら、新しい知識と経験を持
って故郷に戻ります。 

オンライン

2024.10～3 

20代女性 

⼤阪や東京からか
なり離れたところ
に住んでいるから 

すべてよかったですが、5時間集中するのは難
しいです。⽇本語での説明も時々難しいです
が、それ以外は⼤丈夫です。 

N3 を取得して、⽇本での将
来について考える予定です 

オンライン 

 

2024.10～3  

 

40代 

対⾯学習をしたか
ったが、オンライン
の⽅が⾃分にとっ
て便利だったから 

私は⽇本語の⽂法、⽂字、新しい単語を学ぶの
が好きです。話も多くて気に⼊りました。 こ
れにより、練習する機会が得られました。 
改善点は特に何もないです。 

⽇本に留まり、働きたい。で
きれば給料の良い所で。プ
ログラム終了後はすぐに就
活をする予定。また、その後
も⽇本語の勉強を続けるつ
もりである。 

（予定） 

名古屋オン

ライン 

 

2025.4～  

 

20代 

勉強のために東京
に引っ越したくあ
りません。アパート
を探すのは⼤変で
す 

⽇本⼈と⽇常の話題で話せる様になれるこ
と。 

仕事を探します。そうすれ
ば⽇本語が話せるようにな
るので、もっといい仕事が
⾒つかるかもしれません. 
コース終了後の⾃分の⽇本
語⼒の程度がまだわからな
いが、⼈の為に役⽴つこと
したり、もっと⾯⽩い交流
ができる仕事を探したりし
て、⽇本をもっとよく知り
たいと思っています。 

 

※ウクライナ避難⺠への補完的保護対象者認定制
度が 2023 年 12 ⽉ 1 ⽇より開始され、それに伴い

12 ⽉以降に⼊国した⽅に関してはこれまで⽀給さ

れていた⽣活費⽀援はなくなりました（住居の提

供は有り）。2023 年 11 ⽉ 30 ⽇までに⼊国された

⽅とは、経済状況に⼤きな違いがあると思われま

す。 
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【受講しない理由】※2024年度10月開講前の意見を含む 

 

・既受講者である友⼈に内容を聞き、既に⽇本語

を勉強している⾃分にとっては内容が簡単すぎる

と感じたので 

・対⾯授業を受講したいが、名古屋を離れたくな

いから 

・あまり⾝につかない内容であると、既受講者か

ら聞いたので 

・⽇本語を上達させたい気持ちはあるが、平⽇は

毎⽇働いているので、帰宅後に夜間の部を受講す

るのは気持ち的にどうしても難しい 

・今の仕事を続けたいので（10 ⽉開講前時点であ

った為、夜間コースがなかった） 

・年齢的に（⾼齢）、授業についていける⾃信がな

いから 

・⽇本財団の⽀援を受給中であった為（⽀援⾦の

受給を終了したくなかった） 

 

▲【2025年4月～参加予定であるが】 

 

・対⾯授業（東京）を受講したくて申請したが、

住宅を提供してもらえないと⾔われ、あきらめて

オンラインを受講する予定 

 

【参考資料：2024年度大交流会申込時のアンケート結果より】   

 

 

 

 

 

 

受講者の声やアンケート結果から見えてきた課題 

 

周知について 

 

2024 年度⼤交流会アンケート結果では 52 名中 8

名が「定住⽀援プログラムを知らない」と回答して

います。アンケート結果を踏まえて、2024 年度⼤交
流会の専⾨家による相談会では、名古屋出⼊国在留

管理局在留⽀援課の職員2 名に参加いただき、定住

⽀援プログラムの紹介や説明をしてもらいました。 

定住⽀援プログラムは、難⺠認定者に対しては法

務省⼊管庁、補完的保護対象者の認定者に対しては

外務省それぞれが難⺠事業本部（RHQ）に委託し、

⾏われています。難⺠認定あるいは補完的保護対象
者認定の告知を受ける際に、定住⽀援プログラムの

案内が⾏われているようですが、申込期間の確認を

含め、⾃らRHQのウェブサイトにて確認する必要
があります。 

⽀援ネットワークでは、定住⽀援プログラムの受

講を希望する⽅がその機会を逃すことがないよう、

募集開始時と募集締め切り前に、ボルシチにて周知

を⾏いました。 

 

場所について 

 

上記受講者 6 名の声のうち、オンラインで定住⽀

援プログラムでの受講を選択した 3 名全員が、開催
地である東京あるいは⼤阪への引っ越し困難であ

るため、オンラインを選択したことが分かりました。 

＜定住支援プログラム＞を受講したことがありますか？ 回答52名 内訳 

「定住⽀援プログラム」を知らない    ８ 
 10 ⽉から始まるプログラムに申し込んでいる  ５ 
 2025年年4 ⽉から始める（予定含む）    ４ 
 4 ⽉〜3 ⽉の夜間プログラムを受講中（オンライン）  ３ 
 受講したいができない     ７ 
 受講予定はない      ２５ 
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⽀援ネットワークの⽀援対象者のほとんどは、東
海地域に暮らしていますが、東海地域では、定住⽀

援プログラムの対⾯開催がありません。 

東海地域に在住している難⺠や補完的保護対象
者にとっては、東京や⼤阪に引っ越すことになった

場合、住居がどうなるのかは⼤きな課題です。さら

に、プログラムが半年で終了した後、改めて住居を

確保できるのか、というもの⼤きな課題です。 

しかし、⽀援ネットワークでヒアリングした⽅の

中でも、RHQ による住居サポートは、⼈によって

差があることが分かりました。定住⽀援プログラム
の対⾯での受講を希望した⽅にRHQによって住居
の確保があった⽅もいれば、住居提供ができないと

の通知を受け、⾃⾝で東京での住居確保を求められ

たが、働いている中での住居探しや⾃⾝での契約は

不可能と判断し、結局オンラインを選択せざるを得
なかった、という⽅もいました。 

 

 

開講時期について 

 

定住⽀援プログラムの申し込みのタイミングは、

昼間プログラムは年に 2回、夜間プログラムは年に

1回しかありません。 

そのため、難⺠認定や補完的保護対象者認定され

たタイミングから最⼤1 年近く待機期間が発⽣して

しまう⽅もいます。 

 

レベルについて 

 

定住⽀援プログラムの⽇本語レベルについて、

「⽇本語を全く知らなかったので、⽇本で暮らす為
に学ぶ必要があった。」や「⽇本語をゼロから学ぶの

にとても良いプログラムだと思います。」という声か

ら、⼊⾨レベルの⽅には、有効なプログラムである

ことが分かります。「先⽣は皆さん素晴らしい」や、

「このコースの先⽣が好きです。」という声から定住

⽀援プログラムの先⽣⽅が親⾝になって教えてくれ

ている様⼦が伝わってきます。 

他⽅で、受講しなかった⽅からの声として「既受

講者である友⼈に内容を聞き、既に⽇本語を勉強し

ている⾃分にとっては内容が簡単すぎると感じた

ので」や、「あまり⾝につかない内容であると、既受

講者から聞いたので」と、既に⽇本語能⼒が⼀定程
度以上に達している⽅からは、レベルが合わないた

めに受講を諦めた、という声がありました。 

 

 

上記課題を踏まえての提案 

 

上記の課題から、RHQ が⾏う定住⽀援プログラ

ムに限定せず、難⺠や補完的保護対象者それぞれが

暮らしている地域において、⾃⾝のライフプランや

スケジュール、そしてレベルに合った⽇本語学校を

探して応募し、そこに資⾦援助や、難⺠や補完的保

護対象者という背景に対するケアについてフォロ

ーする仕組みが整えば、より多くの難⺠や補完的保

護対象者として認定された⽅々が、⽇本での定住に

向けたより有効な⽀援を受けられるのではないか

と考えます。 
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ウクライナ避難民の自立はどのように進みましたか 

 

⽇本ではウクライナはこれまであまり知られて

いない遠い国でしたが、今回の戦争により⽇本へ

避難した⼈たちが、⾔語・⽂化の異なる⽇本社会
で、どのように暮らし、⽇本に溶け込み、どのよ

うに避難者同⼠のコミュニティを形成し、互いに

理解し合い、活動し、⾃⽴への⽣き⽅を模索して

いるか、その⼀端を紹介します。 

 

はじめに 

 
筆者の所属するCHQの 1990 年の設⽴の頃、⽇

本⼈と結婚し名古屋市在住のウクライナ出⾝の⼥
性で、当時⼤学等でロシア語教師、ウクライナ・ロ

シア⽂学、絵本などを通した⽂化交流をされていた

⽅と知り合いました。チェルノブイリ被災者⽀援活

動では、その知⼈⼥性を通して、現地の原発事故被
害の実情や⽀援受け⼊れ窓⼝を問う⼿紙をソ連各

所へ送付し、被害実態や⽀援活動について詳細を伝
える返信がウクライナ中部のジトーミル州ジャー

ナリスト連盟地⽅新聞社から届きました。以来35年、

現「チェルノブイリの⼈質」基⾦をカウンターパー

トとして連携し被災者⽀援活動を継続するに⾄っ
ています。知⼈⼥性には、初期の頃はウクライナ語・

ロシア語翻訳やウクライナへの国際電話・電報のや

り取り等に尽⼒を頂き、その後も事あるごとに講演
会の通訳・翻訳等でも協⼒を得てきました。 

2018 年、その知⼈⼥性を通じて「私たちウクライ

ナ⼈の NPO ができました」と聞き、筆者は早速会
員になりました。そのきっかけは、アメリカ在住で

NPO 活動に詳しいウクライナ出⾝⼥性が⼀時⽇本

に滞在中に出会いがあり、「⼩グループの活動から

NPO の活動にすれば、ウクライナ紹介や交流する

際にも社会へ訴える⼒が⼤きくなる」とのアドバイ

スを受け、JUCAの NPO としての活動が始まった

のだと聞きました。そしてCHQのウクライナから

の被災者招聘講演会にもJUCAメンバーの参加があ

り、その関連の冊⼦の『チェルノブイリと福島原発

事故被災者～⺟親たちの⼼をつなぐ⼿紙集』発刊
(2019 年)の折には、JUCAに⼿紙のウクライナ語翻
訳の⼀部を依頼することにもなりました。 

NPO としての JUCAが誕⽣する前には、⽇本⼈

と結婚、あるいは働きに来たウクライナ出⾝で愛知

県在住の⼈たちがそれぞれ、主に地域の国際交流イ

ベント等でウクライナ料理や年中⾏事、⺠族舞踊な

どウクライナ⽂化を紹介し交流する、LINE でつな

がる⼩さなコミュニティでした。先の知⼈⼥性のご

両親がジトーミル州の村に暮らしており、JUCAメ
ンバーの何⼈かがCHQの活動するジトーミル州出
⾝という縁もあり、またジトーミル市⻑から名古屋

市⻑への⼿紙を仲介するなど、その頃から少しずつ

社会的な交流が広がってきたとのことです。 

 

日本ウクライナ文化協会(JUCA)の事業 

 

 ・入出国管理事務所へ在留届を提出： 

2022 年2 ⽉24 ⽇のロシア軍の侵攻が始まって以
降、ウクライナから避難者が次つぎに来⽇するよう

になって、まず必要になったことは⼊出国管理事務
所へ在留届を提出しに⾏くことです。初めの頃は親

族を頼っての避難が多く、その助⼒もありましたが、

⾔葉も地理も分からない避難者が⾃⼒で⾏うこと

はとても困難です。親族、知⼈を頼って避難してき

ても、⼊管での⼿続きには⻑時間かかり書類を整え

ることは簡単ではなく、誰にも⼿助けを得られない

場合はJUCAが⼀緒に⼊管へ出向いてサポートする

ことにもなりました。 

 
・JUCAの事務所の確保 ： 

 避難当事者の他、⽀援者・団体からの JUCAへの

問い合わせ等が急増してきている様⼦に、かつて

「CHQ」を⽴ち上げ活動を開始した時に、事務所を

持たない NPO の活動がそのメンバーのプライベー

トな⽣活をいかに圧迫するかを経験したことから、

JUCAの事務所が必要だと直感しました。JUCAの

評価 
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理事⻑に実情を尋ねたところ、やはり⼤変な状況だ
と知りました。そこで、事務所を探すことになり、

事務所スペースだけではなく、避難者⽀援活動その

ものをサポートする必要性も感じました。 

RSY と同じ建物内に事務所を開所することがで

きました。結果的に、⽀援物資の集積、⽀援物資棚
の設置、避難者の活動と交流のスペース、⽇本語教

室の開催、名古屋市と事業受託のRSY・⽀援ネット

ワークの情報共有ミーティング等にもとても効率
的で、JUCAとRSY、⽀援ネットワーク間の互いの

信頼関係の醸成、情報共有にも有⽤な位置関係で事

務所設置ができました。  

 
 ・定期協議（名古屋市含む）：  

 名古屋市⺠からの寄付⾦を避難者に届け、避難者

が⽇本で⾃⽴して⽣活できるよう役⽴てられる活

動として、RSYが受託して⽀援ネットワークの事務
局として活動し、官⺠連携上の密な情報共有や意⾒
交換として、初めは毎週会議を持ち、その後は隔週
に、JUCA，名古屋市、⽀援ネットワークの各担当者

が集まっています。  
  
・避難民に対する「役割」分担 ： 

 

① サロンの活動 

避難者の⼥性たちの特技であるウクライナ刺繍
や⼿芸品の技術を⽣かし、名古屋市主催の久屋⼤通
り公園でマルシェ（⽉⼀回）や戦争に反対する集ま

り、イベントで販売する⼿芸品を制作するサロンを、

避難者とJUCAメンバーが集まって話し合いながら

制作活動を⾏っています。⾃分たちが得意とする刺
しゅうや⼿芸品などを制作し、 JUCAの活動資⾦、

さらにウクライナ本国⽀援の資⾦としています。  
  
② ししゅうの会 

東⽇本⼤震災・福島原発事故からの避難者の交
流・居場所づくりとして RSY が続けているパッチ
ワークの会（2回/⽉実施）と、ウクライナ避難者と

の合同の交流の場「ししゅうの会」を開催（⽉に⼀
回）しています。テーブルの周りで思い思いに⼿芸
に取組み、ウクライナ刺しゅうを教えるウクライナ

⼈と教えられる⽇本⼈が緩やかな仲間づくり、その

⼈らしい落ち着いた⽇常を取り戻す場となってい

て、ウクライナ⼈・⽇本⼈の避難者が交流し、回を

重ねた今では⽋席の⼈の健康を案じたりするよう

な温かい繋がりが⽣まれています。⽇本⾷を紹介す

る軽⾷（コープあいちによる⾷材の提供）の⾷事作
りに参加する⼈、提供されるばかりでなく⾃分の得
意料理を⾷べてもらいたいと前⽇から準備したボ
ルシチなどウクライナ料理、⼿作りケーキを持参す

る⼈なども出てきて、参加者が同じ⾷事を取ること

で⼀層親近感が増してきています。会が休みとなっ
た⽉には「次はいつあるの？」と訴えられるほど、

ウクライナから避難してきた⾼齢者にとっては、⽉

⼀回の貴重な居場所となり、各回2〜10 名程度の参
加があります。 

  
③ 合唱グループの活動 

本国で⾳楽教師だった⼥性のピアノ伴奏や、ギタ

ーを演奏する若者、歌うことや演奏の好きな年配の

男性など 10 数名が集まり、ウクライナの⾳楽や⽇

本の歌などを地域のイベントや発表の機会に合わ

せて練習をしています。ウクライナでは伝統的に、

学校教育でも社会においても機会あるごとに⾳楽
やダンスが催される国⺠性があり、避難の地でも⾃

他ともに⾳楽で癒し癒される時間と仲間達となっ
ています。 

岐⾩の⼤学で学ぶ若い男性は、⽇本の琴の⾳に魅
せられ、琴のグループに受け⼊れられて練習に参加
し、⼤交流会でも披露して喝さいを浴びました。 

 

④ ベレヒーニャ（母語ウクライナ語教室） 

避難者の⼦どもたちが、⽇本の学校での勉強や友
達との交流、⽇本⽂化に触れることによって⽇本

語・⽇本⽂化になじんでくると同時に、⺟国語であ

るウクライナ語（地域や家庭によってロシア語が⺟

語の場合も）やウクライナ⽂化を忘れていくことも
あり、それを危惧した親や JUCAでは、 ウクライナ

語教室を⽉に⼀回開催しています。ここには避難し

てきた⼦どもたちの他、⽇本在住の⼦どもたちも集

まり、本国で教職についていた避難者の⼈たち⾃⾝
が教師となり、ウクライナ語や⽂化などを学ぶ場と

して、同時に⼦どもたちや⼤⼈たちも含めて⾃らの

アイデンティティを守っていく場となっています。

また、⼦どもたち同⼠の遊びや交流の貴重な場とも
なっています。その学習成果として、クリスマス会
等の機会に、詩の朗読や歌などを披露しています。 
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出身地、JUCAと関わり 

 
 多くのウクライナ避難者の避難元は、主にウクラ

イナ北東部、南東部で、今はロシアの占領状態とな

っている地域です。ウクライナや旧ソ連の国々には、

ソ連邦時代やこの戦争前からウクライナ系・ロシア

系等の⼈が家族を形成し、混住していて、⺟語もウ

クライナ語・ロシア語等が交錯している歴史的、政

治的、地政学的事情があります。戦争以前にはウク

ライナ系・ロシア系双⽅の親せきが問題なく⾏き交
っていたものが、ロシアの侵略に伴い対⽴や不信な

ど溝が⽣じるケースや、避難先においてもロシア⽀

持派、ロシア語話者を受け⼊れることが難しくなっ
ているケースも⼀部聞きますが、これは⽇本⼈が考
えるほどには簡単なことではない歴史的な⺠族問
題です。  

また避難者は上記ほかに、JUCAのメンバーで北
中部ジトーミル州出⾝者が多いことから、ジトーミ

ル州からの家族も多い傾向にあります。 
  

 

文化を通した発信 

 

ウクライナは⽇本との距離が 8000 キロもある地

理的に遠い国ですが、戦争が始まってニュースに乗
らない⽇はなく、⽇本でこれまでになくウクライナ

という国が知られるようになっています。かつて社
会や地理の教科書で「ヨーロッパのパンかご」と⾔

われるほどに⼩⻨が実る豊かな⿊⼟の⼤地や鉱物
資源を持つ国でしたが、今は作物が⽂字通り戦禍に

焼かれ、世界の穀物事情を悪化させ、⼤地はロシア

軍の地雷によって埋め尽くされていると伝えられ

ています。筆者が初めてウクライナを訪れた 90 年

代には、ウクライナでは〝⽇本は⽇出ずる国”と⾔わ

れ、またヒロシマ・ナガサキの原爆被害についても
よく知られていました。しかし我々は、チョルノー

ビリ（ロシア語:チェルノブイリ）原発事故が起きる

まではウクライナについて少ししか知らず、交流も
ほとんどありませんでした。ただ、絵本『てぶくろ』
や『おだんごぱん』がウクライナ⺠話だということ

では馴染みがあり、その絵本によってウクライナと

細い⽷で結ばれていたと⾔えます。チョルノービリ

原発事故の⽀援活動を通して知ったウクライナは、

⻑い歴史上にははるか平原を超えて東のモンゴル
⺠族、⻄のオーストリア帝国、南のオスマン帝国、

北のバイキングなど多くの異⺠族に攻め込まれ、常
に戦いのたびに国境線が移動させられ、⼈々の命や

⺠族⽂化まで蹂躙されてきた歴史の連続だという

ことを知りました。 

またロシア帝国の⽀配やナチスドイツの侵略、ソ
連邦時代においても⺟国語のウクライナ語が使⽤

禁⽌にされ、ロシア語を強制されてきたことは、ウ

クライナの主権がないがしろにされてきたことで

あり、そのような中で⺠族運動の戦いがあり、⺠族

の伝統や⾳楽・舞踊、宗教などが⼈々の間に受け継
がれてきたことなどを知りました。そのような状況
は今のロシア侵攻につながっており、ウクライナ国

⺠はその主権を取り戻そうと戦っていると⾔えま

す。 
 

平和（母国）を求める呼びかけ 

 
  JUCAは、ウクライナから避難してきた⼈々を助
け、⽇常の様々な⽀援活動を⾏っています。そして、

戦渦に逃げまどい、地下シェルターに駆け込まなけ

ればならない本国の⼈たちや⼦どもたちの学校教

育への⽀援も⾏っています。避難者ができることと

して伝統的な刺しゅうなどの⼿芸作品を制作して、

イベントやマルシェ等で得た収益を本国への⽀援

⾦として届けています。 

 JUCA や ウクライナからの避難者たちは、⺟国

に残る家族や⾝内、友⼈の安全を祈り、戦争反対を

訴え、ウクライナの平和を求めてデモやイベントを

⾏い、侵攻後の 3 年間、切れ⽬のない活動を続けて

います。⼼ある⽀援者も⼀緒に参加し、平和を訴え

ています。 
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働く場（ウクライナレストラン・ジート）の実現 

 

  ウクライナからの避難者たちは、⽀援⾦の終了後

の⽣活に不安を持ち、⾃⽴した⽣活ができるように、

就労に必要な⽇本語学習に励んでいます。また⽇本

語があまりできなくてもやれる仕事につき、懸命に

働いている⼈たちもいます。しかしながら、年齢の

⾼い⼈たちには限られた仕事しか⾒つからない現

実に、JUCAはウクライナ⼈だけで働ける職場とし

て、ウクライナ料理のレストラン「ジート」を名古

屋駅近く（注）に開店しました。ここでは避難者 10

数名が作業を分担し、ウクライナ料理を通してウク

ライナへの関⼼を⾼め、理解してもらおうと働いて

います。ウクライナへの関⼼の低かった市⺠にも、

ウクライナの美味しい料理を通して関⼼を持ち続
けてもらい、交流の場としても利⽤できるよう頑張
り続けています。（注；現在名古屋市栄に移転） 
 

 

能登半島地震・社会的課題の解決 

 
ウクライナでは、地理的にほとんど地震などの災
害は起きませんが、避難したウクライナ⼈たちは

2024 年 1 ⽉ 1 ⽇の能登半島地震を初めて体験しま

した。災害⽀援の NPO であるRSYが、発災直後か

ら現地へ⽀援活動を⾏っているのを⽬の当たりに

し、避難者であっても⾃分たちにできることはない

か、炊き出しならできると、能登の被災地へ⼊り、

避難所の被災者のために⼤きな鍋で200⼈分のボル
シチスープを作って提供しました。いつもは⽀援さ

れている側であっても、⾝近で起こった災害に今度
はボランティアとして参加するという体験をしま

した。 
 

避難当事者が避難者支援も 

 
  避難者が得意なウクライナ伝統刺しゅうなどの

⼿芸作品を制作して、イベントやマルシェ等で得た

収益を本国へ⽀援⾦として届けていますが、この例

のように⼀⼈ひとりの避難者が、⾃分にできること

を取り組んでいます。ウクライナでのミサイル攻撃
の恐怖や戦時下の⽣活のつらさを、多くの避難者は

思い出したくない、思い出すと涙があふれてくる⼈

も多いのですが、マスコミの取材に応じて体験を話
し、戦争が⼀⽇も早く終わり平和がくることを訴え

ています。 
 

また、現在は東京に避難している知⼈のウクライ

ナ⼥性は、元名古屋⼤学、東京外国語⼤学・⼤学院
への留学経験があり、キーウの⼤学では⽇本語を教

えていました。ロシアの侵攻が始まった直後、もし

⽇本へ避難するなら⾝元引受⼈になれるという事

をメールで伝えたところ、「介護の必要な家族があ

り、避難しないことに決めました」という返信があ

りました。その後、キーウ北⻄の町や村にロシア軍
が迫り住⺠の虐殺が報じられたころ、両親に説得さ

れて単⾝で東京へ避難してきました。東京⼤学の⽀

援制度により研究員として⾝を置きながら、得意の

⽇本語で⽇本国外務省やウクライナ⼤使館、東京都
などの通訳として、同じ都営住宅に住む多くの避難

者の相談業務などに当たっています。⽀援ネットワ

ークが開催した⼤交流会の相談会でのウクライナ

語通訳や、避難者への⽀援情報の提供、情報共有会
議に参加するなど、避難当事者でありながら、また

本国で受けた爆撃の恐怖に苦しみながらも、同じウ

クライナ避難者の⽀援に活躍しています。  
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   定住外国人支援や難民支援の視点からは、どのように評価できますか 

 

政府・自治体の対応について 

 

政府は、⽣活費や住居を⼀律に⽀給するなど、こ

れまで他の国籍の難⺠には考えられなかった⽀援

を実現しました。これにより、他の国籍の難⺠にも
同様の⽀援が可能となるようなスキームができま

した。 

ウクライナ避難⺠の受け⼊れを契機に、政府によ

る⽀援策の改善例として、⽣活困窮が認められた難

⺠申請者への唯⼀の公的⽀援である「保護費」（難⺠

申請者に対する保護措置）の⽀給額増加が挙げられ

ます。保護費は、1981 年に⽇本が難⺠条約に加⼊し

たことをきっかけに 1983 年から開始され、外務省
からの委託で、公益財団法⼈アジア福祉教育財団の

難⺠事業本部（RHQ）が実施しています。保護費に

は、⽣活費・住居費・医療費の 3種類がありますが、

そのうち⽣活費に着⽬すると、1983 年の保護費開始

時から 2019 年 3 ⽉まで、その間に物価の上昇や、

消費税の導⼊と税率の引き上げを経てきたにも関
わらず、ずっと、⼤⼈（12 歳以上）は 1 ⽇あたり

1,500円でした。そして、2019 年 4 ⽉から、制度開

始以降初めて 100円増額し、1,600円になりました。

それが、2024 年 4 ⽉から、⾝元引受のないウクライ

ナ避難⺠の⼀時滞在施設退去後の⽣活費と同様の

2,400円（世帯2 ⼈⽬以降は 1,600円/⽇）に増額さ

れました。 

⾃治体レべルでは、ウクライナ避難⺠に対して、

県営・市営住宅が無償で提供されました。また、ア

フガニスタン難⺠と地域の⽀援者の嘆願により、名

古屋⼤学の⽀援を受けて避難したアフガニスタン

難⺠にも、1 年間の制限付きではあったものの、市

営住宅の無償提供が実現しました。 

 

企業の対応について 

 

従来は⽇本国内の難⺠の存在に気が付いていな

かったり、⽇本で暮らす多くの難⺠申請者や難⺠

認定者が保有する在留資格とその就労許可の条件
ついての認識が⼗分でなかったりした企業が、ウ

クライナ避難⺠の受け⼊れを契機に難⺠への理解

を深め、雇⽤の促進につながる動きが⾒られまし

た。これにより、社会全体として難⺠受け⼊れに

対する⼼理的ハードルがやや低下したと考えられ

ます。 

 

 

メディアの報道について 

 

ウクライナ避難⺠の受け⼊れをきっかけに、メデ
ィアが難⺠の就労や地域社会での活躍を積極的に

報道するようになりました。 

この結果、難⺠の存在が地域社会にとってより⾝
近なものとなり、理解促進に寄与したといえます。 

 

 

市民レベルでの支援について 

 

市⺠による⽀援の⾯では、ウクライナ避難⺠に

対する個別の⽀援⾦が提供されました。その後、

⽀援⾦提供者に対して他の難⺠への⽀援も呼びか

けた結果、アフガニスタン難⺠にも個別の⽀援⾦
が提供されました。また、⽀援⾦の⼿渡し会場で

は、ウクライナ避難⺠の際と同様に、名古屋国際

評価 
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センター、労働局、企業、専⾨家による⽣活相談
会が開催され、難⺠の⽣活⽀援の場が広がる結果
となりました。 

以上の取り組みにより、外国⼈定住者⽀援およ

び難⺠⽀援の枠組みが拡充され、社会全体の受け

⼊れ体制にポジティブな影響があったといえます。 

 

課題 

 

課題として、次の三点が挙げられます。 

第⼀に、上述のさまざまな関係者による⽀援をウ

クライナ避難⺠だけでなく、すべての難⺠や難⺠申
請者に対してどのように拡⼤していくことができ

るかが問われています。 

 

第⼆に、ウクライナからの避難者のうち、難⺠条約
上の難⺠として保護されるべき⼈々も、「避難⺠」あ

るいは「補完的保護対象者」としての認定にとどま

っており、本来受けるべき国際的保護を⼗分に享受

できていない可能性があります。 

第三に、定住化が進むウクライナ避難⺠が直⾯す

る課題（教育、就労、医療、社会参加）は、これま

で多⽂化共⽣の分野で取り組まれてきた、⽇本社会
で⽣活する移⺠（外国⼈）と共通するものです。し

かし、これまでの⽀援経験が⼗分にウクライナ避難

⺠⽀援に活かされておらず、⽀援の体系化が課題と

なっています。 

今後は、緊急時に展開された避難⺠⽀援から、従
来⽇本社会が蓄積してきた⽀援経験や制度を⼗分
に活⽤した定住⽀援へと、速やかに移⾏していく必
要があります。   
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  今後に向けて、この経験を活かすには、どのようにすればいいでしょうか 

民民連携の充実 

 

あいち・なごやウクライナ避難者⽀援ネットワー

クにご協⼒いただいた NPO・専⾨家等の⺠間組織

は、多⽂化共⽣・難⺠⽀援・災害救援・まちづくり

等の NPO 法⼈、産業カウンセラー、司法書⼠、⾏

政書⼠、臨床⼼理⼠、⽣活協同組合、就業斡旋会社、

⼤学等、実に多彩な顔ぶれが参画の⼿を上げました。

災害や紛争で困難に陥った⽅々に「何か役に⽴つこ

とがあれば」と先陣を切るのは、多くの場合、⺠間

です。その迅速さ、機敏さ、⾃由さ、かつ、ゆるや

かな連携とゆるぎないミッションが共有できたこ

とで、⼀⼈ひとりの⽣の声に⽿を傾け、それぞれの

専⾨分野を活かしながら、必要な⽀援を届けてきま

した。また、活動を継続させるためには、その主体

となるコアメンバー（NPO 法⼈ら）の牽引⼒はもと

より、現実的には、⽇本財団助成⾦、コープあいち

寄付⾦、名古屋市からの業務委託と、いずれも市⺠・

企業からの寄付を基とする財源の確保にも恵まれ、

今⽇の活動があります。 

他⽅、本国からの避難は、成⼈男性の徴兵制度に

より、避難者の多くが⺟⼦や⽼夫婦に偏りました。

避難された地域も、愛知県内12 市（2025 年 3 ⽉現

在）に広がり、⽀援の範囲を岐⾩県・三重県も対象
としたため、⼦育てや就学、パートタイム的な就労

や、市町村域での⽀援、地域コミュニティでの孤⽴

防⽌に向けたきめの細かい対応を必要とする観点

からは、まだまだ⽀援の拡がりが⾜りないといった

課題も残されています。今後は、より多くの関係す

る分野の NPO、地域の草の根団体や地縁組織等に

どう理解いただき参画いただけるか、⽀援のネット

ワークの充実を図らなければなりません。 

 

官民連携の充実 

 

今回、名古屋市がいち早く避難者⽀援を表明し、

物資提供のつなぎや避難者の個別対応等の運営業
務を NPO に委託されました。それにより、避難者

本⼈の個⼈情報を共有した上での個別対応が可能
になりました。とりわけ異国の地に避難された⽅々

が、⾃らの困り事をどこに訴えればいいかがわから

ないことは安易に想像できます。この点からは、こ

ちらからコンタクトを取り、直接本⼈との対話が可
能になったこと、また、週 1 回、名古屋市・RSY、

JUCAの三者で定期会議を開催し、避難者⼀⼈ひと

りの暮らしの状況や⽀援のニーズ・シーズを常に確

認し合えたことは、避難者の孤⽴・孤独を防ぐとい

う点においても、重要な役割を果たしたと⾔えます。

今回は、名古屋市以外の⾃治体では、避難者の数が

少ないといった問題や財源の問題もあり、NPO 等
に委託するという形にはなりませんでした。それな

ら、愛知県が、愛知県被災者⽀援センター（所管：
災害対策課）が NPO に委託した実績があるので、

今回所管の社会活動推進課・多⽂化共⽣推進室には

何度か協議をもちかけ提案もしましたが、結果的に、

連携は⼀部に留まりました。 

また、当⽀援ネットワークが主催し、当初は⽉ 1

回、現在は隔⽉で、官⺠の関係者に声がけし、「情報

共有会議」を開催しています。ここでも毎回参加い

ただける⾃治体と、まったく参加いただけない⾃治

体があります。こちらからの訪問を申し出た際にも、

対話の感触から、⽀援の温度差は顕著でした。⽀援

をより充実させるためには、官による直営より、官
⺠連携での⽀援の⽅が、よりきめの細かい対応が可
能となります。⾏政の存在は、個⼈情報の⼊⼿と信
頼という点で不可⽋です。今後は、より官⺠連携が

促進されるよう、互いの信頼関係の構築に努めてい

くことが必要だと考えています。 

 昨今よく⽿にする「災害ケースマネジメント」と

は、「被災者⼀⼈ひとりの被災状況や⽣活状況の課

題等を個別の相談等により把握した上で、必要に応

じ専⾨的な能⼒をもつ関係者と連携しながら、当該
課題等の解消に向けて継続的に⽀援することによ

評価 
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り、被災者の⾃⽴・⽣活再建が進むようにマネジメ
ントする取組」と定義されています（内閣府）。やは

り、官⺠連携がポイントになることは明⽩です。 

 ウクライナからの避難者やその家族は、今⽇この

瞬間も、「不安・⼾惑い・怒り」を抱えながら、それ

でも懸命に⽣きておられます。「帰りたいけど帰れ

ない」⽇々が続く中、今後も異国の地で安定して暮
らしていくにはどうすればいいのか。様々な⽴場の

⼈が、⾃分に何が出来るかを考え、少しずつ協⼒し

合うことで、少しでも前向きに⽣きていただければ

それが何よりです。こうしたことに喜びを共有でき

る⽅々とのさらなる出会いを信じて、私たちのチャ

レンジは続きます。あわよくば、あいち・なごやウ

クライナ避難者⽀援ネットワークによる、こうした

⽀援の考え⽅や姿勢が、来たるべき南海トラフ地震
でも、最⼤限⽣かされるように。そして、何より、

⼀⽇も早い戦争の終結を願いつつ。 

 

  


